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租税判例研究会 2006 年 9 月 1 日 
 

宗教法人のペット葬祭事業が収益事業に該当するとした事例 
名古屋地裁平成 17 年 3 月 24 日判決 

（平成 16 年(行ウ)第 4 号、法人税額決定処分等取消請求事件、判例集未登載、 
控訴審名古屋高裁平成 18 年 3 月 7 日判決、平成 17 年(行コ)第 31 号） 

〔参照条文〕 法人税法 2 条 13 号、4 条 1 項、7 条、法人税法施行令 5 条 1 項 
 

立教大学助教授 浅妻章如 
 

関係法令 
法人税法４条１項 内国法人は、この法律により、法人税を納める義務がある。ただし、内国法人である公益法

人等又は人格のない社団等については、収益事業を営む場合又は第 84 条第 1 項（退職年金等積立金の額

の計算）に規定する退職年金業務等を行う場合に限る。 
 
法人税法７条 内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得のうち収益事業から生

じた所得以外の所得及び清算所得については、第 5 条（内国法人の課税所得の範囲）の規定にかかわらず、

それぞれ各事業年度の所得に対する法人税及び清算所得に対する法人税を課さない。 
 
法人税法２条１３号 収益事業 販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて営ま

れるものをいう。 
 
法人税法施行令５条１項 法第２条第１３号（略）に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業（その性質

上その事業に付随して行われる行為を含む。）とする。 
１号 物品販売業（略）のうち次に掲げるもの以外のもの 
５号 不動産貸付業のうち次に掲げるもの以外のもの 

ニ 宗教法人法（略）第 4 条第 2 項（略）に規定する宗教法人又は民法第 34 条の規定により設立された法

人が行う墳墓地の貸付業 
９号 倉庫業（寄託を受けた物品を保管する業を含むものとし、第 31 号の事業に該当するものを除く。） 
１０号 請負業（事務処理の委託を受ける業を含む。）のうち次に掲げるもの以外のもの 

 
民法６３２条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその

報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 
 

事実 
原告・Ｘ（「ペット供養」「慈妙上人」で検索すると http://www.jimyouin.or.jp/醫王山

いおうざん

慈妙院
じみょういん

がヒットする）は

嘉暦
かりゃく

元年(1326 年)頃慈妙上人が開山した古刹であり天台宗に属す。昭和 44 年に宗教法人化し

た。Ｘはペット用の火葬場、墓地、納骨堂、待合室等を設置してペット葬祭業を行っている。昭和

59 年頃から細々と始め、平成元年頃は年間 130 件程度であったが、現在は年間約 2000 件程度

である。Ｘはペット葬祭業にかかる金員について法人税を納付してこなかった（「先代住職は係官の

方から『申告も納税もする必要がない。』と言われていた。」三木義一・立命館法学 2004 年 1715 頁より）。 
 平成 14 年 5 月 20 日、被告小牧税務署長・Ｙは、ペット葬祭業は法人税法 2 条 13 号及び同法

施行令 5 条 1 項各号所定の収益事業に当たるとして、Ｘに対し平成 9 年 3 月期から 13 年 3 月

期（本件各事業年度）について法人税決定処分及び無申告加算税賦課決定処分（本件課税処

分）をした。本件は、Ｘがペット葬祭業は宗教的行為であって収益事業に当たらないなどと主張し

て、課税処分（異議決定及び審査採決により一部取消後のもの）の取消しを求めた抗告訴訟であ

る。 
 

判旨 
請求棄却。 
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１ 収益事業の意義とその判断基準 〔一般論〕 

(1) 公益法人等に対する課税制度と宗教法人 

ア ①別表第 2 に掲げられている公益法人等について「優遇措置が講ぜられている。」 

イ ②「ところで，上記優遇措置については，公益法人等の活動における公益性にその存在

理由を求めるのが一般的であるが，法人税法別表第２の定める公益法人等を概観すれ

ば明らかなとおり，その内実は，公共法人（法２条５項，別表第１）に比肩すべきものから，

単に構成員の福利や同業者間の相互扶助などを目的とするものまで，実に様々なものが

あり，その有する公益性，公共性の強弱についても幅広いものがある。したがって，あえて

これらの共通点を探求するならば，せいぜい，営利を目的としない団体（非営利法人）とし

ての性格を有する点を挙げ得るにすぎないとも指摘されている。」 

③「ここでいう宗教とは，一般には『超自然的，超人間的本質の存在を確信し，畏敬崇拝す

る心情と行為』というような広い意味に解されているから，その具体的な教義や活動内容

が，その構成員やその属する社会の利益を現実に増進せしめるものであることは必ずしも

要求されていないといわざるを得ない（そもそも，公権力がそのような審査を行うことは，信

教の自由を保障した憲法２０条に違反するおそれがあり，現に，宗教法人法２５条５項，８

４条などは，公権力が，その事務を遂行する上で，宗教上の特性及び慣習を尊重し，信

教の自由を妨げることがないよう特に留意すべき旨を定めている。）。」 「上記のような超

自然的，超人間的本質の存在を確信などする心情そのものが，人の精神に安らぎを与え

得ることは否定できないものの，現行法上は，かかる意味での公益性，公共性を高く評価

しているが故に税制上の優遇措置が講ぜられているというよりも，宗教法人が非営利法人

であることを求められ，しかも，そのことを担保するために所轄庁による監督に服している

点が重視されていると解することができる。」 
(2) 公益法人に対する課税制度の経緯 

(3) 収益事業概念の解釈の在り方 

④「以上の検討結果によれば，法人税法等が公益法人等に対して種々の優遇措置を講じ

ているのは，必ずしも，それら全部が，本来は国家が行うべきほどに公共性，公益性の高

い活動を担っており，国家としてもかかる団体を積極的に支援，育成すべきと考えられた

からではなく，少なくとも，人間社会において潤滑油に例えるべき一定の有用性を持った

非営利活動を行うとされていることに着目し，国家としても，その限りにおいて税制上の便

宜を提供しようとするものと解するのが相当である（このことは，宗教法人においても例外

ではない。）。 
⑤したがって，法人税法は，およそ公益法人等であれば，どのような活動によって得た収益

であろうと課税しないとする立場に立脚するものではなく，これらの法人等も納税義務者と

した上で，本来の非営利活動については課税対象から外すこととするが，一般事業者が

利益の獲得を目的として行っている事業と同じ類型の（収益）事業から生じた収益に対し

ては，これらに税制上の便宜を提供すべき根拠がなく，また課税の公平性の確保の観点

から，低率ではあるものの，課税対象としていると解される（この意味で，一般事業者との

競争条件の平等化を意味するイコール・フィッティング [原文ママ] 論が現行課税制度の根

拠の一つとなっていることは否定できない。）。 
⑥そうすると，法２条１３号，施行令５条１項各号の定める収益事業の概念は，憲法３０条の

定める租税法律主義の観点から，他の国法と整合する意味内容が与えられるべきことは

当然であるものの，他方で，当該団体やその活動が高い公益性，公共性を有していること

を理由に，制限的に解釈しなければならないものでないことも明らかである。」 

(4) 宗教行為と収益事業性の有無 

⑦「施行令５条１項の示す特掲事業は，これを通覧すれば明らかなとおり，一方がある給付

行為を行うのに対し，その対価として財貨を移転することを約することによって成立する類



 3

型の事業であるから，財貨移転行為が給付行為の対価として行われない場合，すなわち

給付行為の内容とは無関係に任意でなされる場合には，特掲事業の定型的な特徴を欠

き，収益事業に該当しないというべきである。そして，人の葬儀における読経行為など，宗

教行為の典型例とされているものにおいては，通常，かかる意味での任意性が存在すると

考えられていることは公知の事実である（その場合に収受されるお布施には，ある程度の

幅を持った世間相場というものが存在することは否定できないが，同じ内容の読経を行う

場合でも，被葬者の身分，経済力等によってその金額が異なり得ることは当然視されてい

るし，仮にお布施の金額が上記の世間相場より低額であったとしても，これが債務不履行

として責任が追及されることは考え難いなど，法的な拘束力を有していると認識されてい

ない。）。 

⑧このことは，当事者が当該行為に対して何らかの宗教的意義を感じさえすれば，直ちに当

該行為の収益事業該当性が否定されるということを意味するものではなく，また，当該行

為が宗教的な外形を呈していることや，主宰者が宗教家ないし宗教法人であることによっ

ても，上記該当性が否定されるべきではない。ある行為に宗教的意義を感ずるか否かは，

人によって大きく異なり得るし，宗教的な外形を呈しあるいは主宰者が宗教法人であるか

らといって，財貨移転が任意のものであることの保障は何もなく，法人税法上も，このような

要素を基準として収益事業性の有無を判断する規定を置いていないからである。 

⑨したがって，その該当性の有無は，当該事業の展開の手法，収受される財貨の額が定ま

るに至る経緯，その額と給付行為の内容との対応関係，例外の許容性などの具体的諸事

情を総合的に考慮し，一般事業者が行う類似事業と比較しつつ，社会通念に従って，果

たしてその財貨移転が任意になされる性質のものか，それとも一定の給付行為の内容に

応じた債務の履行としてなされるものかを判断して決せられるべきものである（前者と判断

される行為をもって本来の宗教行為と定義するならば，原告の上記主張は正当というべき

であるが，その趣旨が，当事者が本来の宗教行為と考えるものは前者と判断すべきである

というのであれば，採用できない。）。そして，このことは，本件で問題となっているペット葬

祭業だけに妥当するものではなく，針供養や人形供養，おみくじ等の頒布などの宗教的

行為にも当てはまるというべきである。」 
 
２ 当てはめ 

(2) 原告のペット葬祭業等が特掲事業に該当するか否かについて 

ア 原告の行う合同葬，一任葬及び立会葬の請負業該当性の有無 
(ア) 「原告が行う合同葬，一任葬及び立会葬は，いずれも，原告がペットの葬儀を執り行

い，ペットの死体を焼却することを約し，他方，ペット供養希望者が『料金表』ないし『供

養料』の表題が付された金額表に記載された金員を交付することを約しているのである

から，死体の焼却については請負契約，それ以外については準委任契約の成立要件

を充足すると解される。」 

(イ) 原告が「対価関係に立つものではない旨主張するところ，請負契約であれ報酬支払

の特約付き準委任契約であれ，いずれも有償双務契約たる性質を有するから，これらの

契約が成立するためには，報酬支払債務と仕事を完成させる債務ないし事務を処理す

る債務とが対価関係にあることを要することは明らかである。」 

  認定事実に照らせば「原告のペット葬祭業においては，依頼者は，原告がその支払う

金員に対応する葬祭行為をするものと期待し，原告も，その提供する葬祭行為に対応

する金員が支払われるものと期待しているというべきであるから，依頼者の支払う金員が

任意のものであるとは到底解されず，両者の間に対価関係を肯認するのが相当であ

る。」 
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以下、 
イ 遺骨処理の倉庫業ないし請負業該当性の有無 
ウ 物品販売業該当性の有無 
エ 死体引取り及び法要の請負業付随事業該当性の有無 
オ 人間用墓地管理の請負業該当性の有無 

のいずれについても収益事業該当性を肯定。 
 
控訴審における原告（控訴人）の主張 「ペット葬祭業のうち、僧侶による読経等の純粋な宗教行

為については、収益事業に該当しないから、同行為に関して収受した金員は法人税及び無申

告加算税の課税対象とはならない」。 
 
控訴審判旨 
○原判決の判断は正当（一部修正） 
○控訴人の新しい主張について――「宗教行為であるか否かによって、直ちに当該行為の収益

事業該当性が左右されるものでなく、控訴人が行なったペットの葬儀、遺骨の処理等の行為は、

僧侶による読経等を含め、いずれも収益事業に該当すると解される」。 
 

評釈 
1. 本件判旨の整理と位置付け 
1.1. 本件判旨の論理構成 
①優遇措置と捉えている。 
②宗教法人だけではなく別表第 2 の公益法人等に着目し、共通点として非営利性を挙げる。 
③宗教が社会の利益を増進させるかについて、憲法上の要請もあることから、無視する。 
④優遇措置の理由は、（国家の活動の代替ともいうべき）公益性・公共性ではなく、（社会の潤滑

油的な有用性を持った）非営利活動にあるとする。 
⑤本来の非営利活動は非課税とする一方、収益事業について、(1)税制上の便宜を提供すべき

根拠がなく、(2)課税の公平性の確保に努めている（イコール・フッティング論を根拠の一つとす

る）、と法の趣旨を整理する。 
⑥収益事業の概念を解釈するに当たり、公益性・公共性によって制限的に解釈されることはない

とする。 
⑦法人税法施行令 5 条 1 項の特掲事業に対価性という特徴があるとする。 
⑧宗教的意義によって収益事業該当性が否定されるものではないとする。 
⑨財貨移転の性質が「任意」か「債務の履行としてなされるもの」（換言するに「対価」）かを問う。 
（控訴審：読経に関しても宗教行為であることによって収益事業該当性が左右されない） 
 
1.2. 本件の位置付けと従来の裁判例 
 宗教法人の収益活動該当性について論じた恐らく初めての事例。任意か対価かで区別してお

り、一般事業者との競合は対価性を認定する際の補強材料として扱われている。任意か対価かで

区別することは、後掲流山訴訟と類似する思考様式であるが、流山訴訟に言及していない。 
 宗教法人に関しては、寳松院事件・東京高判平成 7 年 10 月 19 日行集 46 巻 10・11 号 967
頁・東京地判平成 7 年 1 月 27 日行集 46 巻 1 号 9 頁で借地権譲渡承諾料について収益事業に

かかる収入であるとした例が有名であるが、新たな賃貸借が収益事業に該当すること自体につい

て争いはなかったため、収益活動該当性が問題となった事案とは言い難い。借地権譲渡承諾料

は「新たに設定された賃貸借関係に基因する」というだけで結論にとっては充分である。低廉住宅

用地貸付業が一般事業者と競合関係にないことを論じた部分は、（勿論論ずるのは結構である

が）結論にとっては余計である。収益事業該当性や競合について、先例的意義を有さない。 
 宗教法人に限定しなければ、流山訴訟・東京高判平成 16 年 11 月 17 日判例地方自治 262
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号 74 頁・千葉地判平成 16 年 4 月 2 日訟月 51 巻 5 号 1338 頁で特定非営利活動法人の福祉

サービスが収益事業（請負業）に該当するとした例がある。まず一般論として、法人税法施行令 5
条 1 項 10 号の請負は民法 632 条にいう請負に限定されず、委任（民法 643 条）・準委任（民法

656条）を反復継続して業として行うものを含むことが、文理上明らかであるとする。当てはめとして

原告の事業の請負業該当性を認定するに際し、サービス提供主体が原告であること（周旋該当性を

論ずるまでもないという趣旨であろう）、ふれあい切符が 1 点 100 円相当の換金性を有しサービス利用

者の負担には対価性が認められること、その負担が贈与であるとか時間預託が自然債務であると

かはいえないこと、などを認定している。これら 3 つの理由付けのうちどれが決め手なのかすぐに

は分からない（どの要素が決め手かということを判決は考えてなく、色々要素を積み重ねて反論を封じている

のだと思われる）が、対価か贈与・自然債務かという区別に拠っていると読むことができようか。一般

事業者との競合は、請負業の意義についての一般論において触れられているが、原告の事業の

当てはめにおいては触れられていない（対価性の認定に当たり、一般事業者のと比べて安すぎるから儀

礼的な意味しか有さない、といった主張を排斥しているにすぎない）。 
 （他、法人税法施行令５条で検索してヒットする裁判例で参考になりそうなものは見当たらなかった。国税不服

審判所平成 8 年 7 月 5 日裁決・裁決事例集 52 巻 79 頁――展示会場の出展小間を使用させる事業は、席貸

業として収益事業に当たるとした事例。法人税法施行令 5 条 1 項 14 号ロ(1)～(4)に規定する席貸業以外の席

貸業であるとしている。/ 最判平成 9 年 2 月 25 日税資 222 号 590 頁・東京高判平成 6 年 5 月 25 日税資 201
号 344 頁・東京地判平成 5 年 7 月 20 日税資 198 号 265 頁――底地権者である宗教法人が受領した金員の

実質は、更新料の額と見るのが相当であり収益事業の収益に当たるとされた事例。/ 東京高判平成 16 年 3 月

30 日訟月 51 巻 7 号 1911 頁・東京地判平成 15 年 5 月 15 日判時 1865 号 25 頁――治験等を行なって得た

「寄付」という名目の収入が、収益事業として法人税の課税対象となるとされた事例。） 
 
1.3. 三木論文の紹介 
三木義一「宗教法人によるペット供養の非収益事業性」立命館法学 2004 年 6 号(通号 298 号)1714～1725 頁

……「原告代理人から依頼されて書いた意見書をベースとしている」ので特に紹介する意義がある。 
●公益法人が非営利であることを重視。個人所得税の前取りとしての法人税の対象にする必要が

本来ない。 
●本来的に非課税なので課税要件こそ厳格に解釈しなければならない。 
●非課税措置の乱用に対し収益事業課税が始まったが、「公益法人の本来的公益活動に含まれ

うるにもかかわらず形式的に収益事業に含まれうる可能性のある公益活動を確認的意味で排

除している」。 
●ところが被告は収益事業課税の趣旨をイコール・フィッティング [原文ママ]（民間企業との競争条

件の平等化）のみから説明している。 
●「公益法人が非課税を奇禍 [奇貨？] として民間企業と競合関係になる事業を行ったのではなく、

民間業者が宗教活動に似せて葬祭事業を行っているのであり、現行法規が想定した自体と全

く逆のケースである。」 
●「仮に被告主張のように『民間企業との競合』が立法意図にあったとしても、条文上に『その他民

間企業と競合する事業』等の一般条項が規定されているわけではなく、法は収益事業の範囲を

あくまでも限定列挙した」。 
●人々の意識としても「ペット供養も伝統的な宗教法人の本来的活動に含まれている」。 
●立法で対処すべき所を解釈で行うべきではない。 
 
2. 考察 
2.1. 日本の税制の特徴 
 外国では、非営利組織（NPO）の本来活動による所得を非課税とし、非関連事業活動による所

得に課税する（アメリカの UBIT: unrelated business income tax）という例が見られる。 
 日本では、収益活動による所得に課税するとしており、本来活動との関連性が問われるような

条文構造になっていない。 
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2.2. 公益法人等の課税はそもそも優遇か？（判旨①） 
 公益法人等の非収益活動非課税が優遇であるか否かについて伝統的に争いがある。本件判

旨①は優遇であるとしているが、理由は述べられていない。 
 そもそも優遇ではないという理屈も立ちやすい。三木論文の議論はその一つ（同旨：田中治「宗教

法人が行うペット葬祭事業」納税月報 2005 年 8 月号 6 頁）。 
 但し、個人所得税の前取りのみが法人税の果たすべき役割であるかについては異論がありうる

ところであり、シャウプ勧告が「饗宴」を懸念していたのは、法人の留保利益が株主への配当以外

の経路によっても個人に帰着する例の一つといえる。この経路を念頭に置くと、公益法人等非課

税が優遇でないとは言い難い。 
 また、NPO 課税で典型的に念頭に置かれる赤十字を想起すると、赤十字の財政が安定するこ

とは、赤十字の救貧活動を円滑ならしめるので、赤十字の利益は救済対象者に帰着するといえる。

この場合、赤十字の救済対象者の税率は通例 0 であろうから、赤十字に課税しないことは優遇で

はない、といいうる。 
 宗教法人について考えると、宗教法人が饗宴などの形で利益を配ることもあろうし、それを念頭

に置くと宗教法人非課税は優遇というべきである。宗教法人の財政が安定することにより宗教サー

ビスを檀家等が受けることが可能になるという経路を考えると、この場合、赤十字の救済対象者と

異なり税率は檀家の通例 0 ではなかろうから、やはり宗教法人非課税は優遇というべきであろう。 
 包括的所得概念をベースラインとすれば、公益法人等の非課税は優遇というべきであるとする

研究がある（藤谷武史「非営利公益団体課税の機能的分析(1-4・完)――政策税制の租税法学的考察――」

国家学会雑誌 117 巻 11・12 号 1021 頁、118 巻 1・2 号 1 頁、3・4 号 220 頁、5・6 号 487 頁(2004-2005)。し

ばしば言われる例は、赤十字への寄附と、ティファニーの指輪を恋人に贈ることとは、区別できないということ）。 
 優遇と評価されるかどうかが本件の結論にどう影響するか定かではないが、とりあえず優遇であ

るといってよかろう。 
 
2.3. 公益法人等の共通点と宗教性への配慮の有無（判旨②③⑥⑧） 
 公益法人等の共通点として非営利性しかないことを判旨は述べる。 
 しかし、人格なき社団も同様の課税取扱を受けるところ、こちらは非営利とは限らない。判旨が

人格なき社団に言及しなかった理由は（理由があるか否かも含め）不明である。また、後に述べる

ように、判旨は非営利性という組織の性質に着目しているのではなく、活動に着目している。 
 判旨の後の論理展開に照らすと、非営利性という共通点が重要なのではなく、公益法人等も人

格なき社団も、ともに、公共性・公益性が大したものであるとは限らない、という点が判旨にとって

重要なのであろうと推測される。（尤も、「イ 遺骨処理の倉庫業ないし請負業該当性の有無」を論ずる中で、

「人についての墳墓地と同様の公共性，公益性は見出し難い」と述べており、理由にならないとした筈の公共

性・公益性に言及してしまっている。これが裁判官のうっかりミスなのかは不明である。） 
 波線部を重視したとすれば、判旨が宗教の有用性を重視しないことに繋がる。 
 政教分離・信教の自由を定める日本国憲法との整合性を、宗教法人の認定に絡めて判旨は論

じているが、これは課税優遇にも当てはまるであろう。宗教性ゆえに課税上優遇するといってしまう

と、違憲の恐れがある。憲法は、特定の宗教を差別的に扱うことのみならず、信仰の有無による差

別的扱いも禁じているからである（芦部信喜『憲法』126 頁、岩波書店）。この点で、宗教性ゆえに非課

税だとする原告の主張は、違憲的であるといえる。（尤も日本の訴訟法の下では、仮に宗教性ゆえの課

税優遇が違憲だとしても、裁判になりにくいかもしれない。余談となるが、アメリカでは聖書の売上税非課税につ

いて違憲性が争われているらしい、ということを吉村政穂助教授よりご教示いただいた。感謝する。

http://taxprof.typepad.com/taxprof_blog/2005/11/can_state_exemp.html 参照。結論は不明。） 
 
2.4. 公益法人等課税優遇の理由（判旨④） 
 公益法人等課税優遇の理由として国家の活動の代替であるからとする議論がありうるところ、本
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件判旨はそれを否定している。そして、公共性・公益性ではなく、社会の潤滑油となる非営利活動

に法は着目したのだ、とする。通常、非営利は組織形態に着目した用語であり、非営利活動という

用語はないところ、公益法人等の共通点としての非営利性という【組織形態】に着目しているのか、

非営利【活動】に着目しているのか、判旨は混乱しているように見受けられるが、恐らく活動に着目

しているのであろうと推測される。（但し互助組織等の活動が全て優遇を受けるとは限らない。判旨のいう非

営利活動が優遇の十分条件であるとまでは言ってないものと読める） 
 非営利組織は営利法人と異なり資本を集めるのに苦労するから、資本形成を援助することが課

税優遇の正当化理由である、とする議論がある（Henry Hansmann, The Rationale for Exempting 
Nonprofit Organization from Corporate Income Taxation, 91 Yale Law Journal 54 (1981)）。この理

屈に沿うと収益活動による所得も非課税とすることが正当化されうる。本件判旨は組織形態ではな

く活動に着目していると推測されるため、判旨が⑤で「どのような活動によって得た収益であろうと

課税しないとする立場に立脚するものではな」いと述べていることからしても、資本形成援助という

理由は否定するであろう。 
 
2.5. 収益事業課税の理由：イコール・フッティング？（判旨⑤） 
 本件判旨は、(1)税制上の便宜を提供すべき根拠がないこと、(2)課税の公平性の確保（競争条

件の平等化＝イコール・フッティング）を理由とする。 
 (1)について特に述べることは思いつかない。 
 (2)に関連して、一般事業者が参入したら宗教法人にも課税というのはおかしい、という原告の

主張には頷ける（三木義一・木村直義「判研」税経通信 60 巻 9 号(852 号)213 頁以下、217 頁(2005.7)も同

旨。勿論、形式論理としては、一般事業者が参入したから収益事業に該当するようになったというのではなくて、

元々収益事業であった筈のところ過去の実務が偶々間違えていただけである、となろう）。そうすると、針供養

について一般事業者が参入していないと被告が主張していることは無意味である、と理解すべき

であろう。現に一般事業者が参入しているか、は論理的に基準たりえなかろうし、本件判旨も一般

事業者の現実の参入の有無に着目していない。 
 現に参入しているかが基準たりえなくとも、一般事業者との競合の可能性の有無ならば基準たり

うる。しかし、本件判旨は、収益事業課税の理由としてイコール・フッティングに言及しているもの

の、収益事業か否かの認定に当たって競合（の可能性すら）に着目していないように読める。判旨

の２(1)エ及びオにおいて一般事業者の参入状況を述べているが、判旨の２(2)ア～オの認定にお

いては主に対価性の有無に着目しているように読める。 
 
課税の公平性やイコール・フッティング（競争条件の平等化）についての整理 

 参考 
 知原信良「非営利組織の課税問題」ジュリスト 1261 号 175 頁、179 頁以下(2004)は、競争条件の違い

は、非営利組織が寄附を使って高コストで生産する場合に生ずると論じている。 
 中里実「論文紹介～Henry Hansmann, Unfair Competition and the Unrelated Business 
Income Tax, 75 Va. L. Rev. 605-35 (1989)」(アメリカ法 1990 年 259 頁)では、仮に非営利法人の非関

連事業所得課税が廃止されたとして、非営利法人が略奪的な価格設定をするとは考えにくく、販売価格と

コストの差を最大化しようとするだけではないか、しかし、第 1 に非営利法人の投資が portfolio 投資でなく

買収に向かってしまい歪むのではないか、第 2 に非効率な経営をしていても生き残ってしまうのではない

か、第 3 に非営利法人の貯蓄が増えすぎるのではないか、第 4 に非関連事業所得額と援助とが比例関係

にあるわけではないのではないか、第 5 に非営利法人が営利企業まで買収することにより税収が減ってし

まうのではないか、また課税の有無によって非営利法人の行動が変化する場合としない場合とがあるので

はないか、という議論を紹介している。その上で、中里の論評として、中立性の視点が不充分なのではな

いか、法人税が元々中立性を害すものであるところ更にその例外的な税制について効率的という結論が

出せるのか、と論じている。 
 法人税は収入－費用＝利潤に課されるものであり、法人税率の高低が直ちに価格競争に影響

するとは限らず（Susan Rose-Ackerman, Unfair Competition and Corporate Income Taxation, 34 
Stanford Law Review 1017 (1982)参照。法人税率の高低が価格競争に影響するのは独占的な市場の場合
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などであり、租税政策だけでなく独禁政策とも絡めて論じる必要があろう）、標準的な議論としては直接的に

影響するのは内部留保を利用した成長スピードについてである。収益事業課税は、公益法人等

の成長スピードを鈍らせるためであろうか。また、公益法人等が内部留保を本来活動ではなく収

益事業の拡張に割り当てる動機を持つのであろうか。 
 公益法人への寄附が支払者側で損金算入され受領者側で益金不算入であるとすると（全てとは

言わなくとも多くの場合そうであろう）、公益法人の収益事業に課税するという制度の下でも、営利企業

を作ってそこから公益法人に寄附させるなどの形で、非課税で公益法人の本来活動を拡張するこ

とは可能である（また、現行法下でも既に法人税法 37 条 5 項・みなし寄附金の取扱いがある。尤も、前掲知原

論文や西野敞雄「公益法人税制と NPO 法案」国士舘法学 29 号 67 頁、78 頁は、みなし寄附金に否定的であ

る）。寄附について支払者・受領者側双方で優遇する趣旨に照らすと、本来活動の拡張は悪いこ

とではないとされているのであろう。こう考えてくると、公益法人等が収益事業で得た利益を本来活

動に充てている限り、優遇の趣旨から外れない、といえそうである。他方、資金の元手が自身の収

益事業であれ他者からの寄附であれ、公益法人等が収益事業を拡張すること（前掲知原論文・中里

論文参照）に資金を使い始めれば、それは当該収益事業の市場に非効率をもたらしうる（更にシャ

ウプ勧告が懸念する饗宴のように消費に向けられる可能性もある）。このように考えてくると、資金

の源泉よりも資金の使われ方が制度趣旨に照らした真の着眼点となるべきなのであろう。（但し本件

判旨は資金の使われ方に着目する考え方を採用していない。なお、日本の税制に則した注意点として、本来活

動であることが収益事業該当性を排除するとは限らない、ということがある。これまでの議論は、本来活動に資金

を使うことと収益事業に資金を投資すること〔及び消費すること〕との対比として理解すべきであって、本来活動と

して収入を得ることと収益事業として収入を得ることとの対比ではない） 
 ところで、資金の使われ方、ひいては活動に着目した優遇を考える際、非課税という優遇では

なく直截に補助金を与えるという選択肢との対比もしばしば論じられてきている。一般に、補助金

による場合の政府の失敗が懸念される。更に、資金の使われ方が優遇の趣旨に照らし重要である

としても、公益法人等の資金が本来活動に向けられているか収益事業の拡張に向けられているか

（或いは消費に流れていないか）をチェックするのは困難であろう（みなし寄附金が批判されるのは監

視の困難ゆえか）。 
 資金の使われ方ひいては活動に着目した優遇が元々の趣旨であるとしても、その趣旨に直接

的に対応する優遇の付与が執行上難しいために組織の性質や収入の性質に着目した制度設計

とならざるをえなかった、という根源的な捻れを抱えているために、収益事業課税についての議論

は収束しにくい、という若干悲観的な整理となってしまう（原則非課税・収益事業課税から原則課税・特

掲収入非課税にすべきとの立法論があるが、これも捻れを解消させるものではない。原則課税で本来活動に支

出された部分をみなし寄附金として損金算入、とすれば直接的であろうが、優遇を与える範囲を誰がどう決める

かという問題は残る）（より根源的には法人税・所得税の租税政策にまで遡りうるが、今は深入りを避けたい）。 
 また、こうした制度論が、解釈論において収益事業の範囲を画す際の指針を与えるかどうかも、

不分明である。（みなし寄附金が適正に作用すれば収益事業の範囲が広く解されても不都合はない、といっ

てしまうのは乱暴であろうか） 
 なお、本件判旨は、イコール・フッティングを「課税の公平性」の一要素と捉えているようである。

課税の公平性のその他の要素として何が考えられているのかは分からない。 
 
2.6. 対価か任意かという基準（判旨⑦⑨） 
 従来の学説では、競合（イコール・フッティング）に着目することが多かったようである（例えば、『ケ

ースブック租税法』387 頁における寳松院事件の検討）。しかし寳松院事件が競合に言及しているのは

立法趣旨について説明したものであるにすぎず、収益事業該当性に関する先例というにふさわし

くないように思われる。 
 本件判旨は、財貨移転の性質が、任意（自然債務・喜捨）か、債務の履行としての対価か、とい

う区別を基準にしている。これは、対価か贈与・自然債務かという基準に拠った流山訴訟と類似し

た思考様式といえる。また、喜捨について非課税とすることは、二重課税の排除という観点からも
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正当化可能である（但し包括的所得概念をベースラインとすれば二重課税の排除という観点は正当化理由に

ならないことに留意）。なお、ここでいう対価は、他の場面、例えば法人税法 22 条にいう有償の概念

よりも狭いものと考えられる。 
 収益事業か否かの区別についての裁判例がまだ少ないとはいえ、日本の裁判例において、一

般事業者との競合ないしイコール・フッティングが意味を持つのは収益事業課税の趣旨説明にお

いてだけであり、具体的な活動が収益事業に当たるか否かの認定においては対価か任意かという

基準に拠る、という流れができつつあるように見受けられる。 
 
対価か任意かという基準は説得的か？ 
 公益法人等について本来活動であるかどうかを度外視し収益事業に該当するか否かのみで課

税の有無を決しているという現在の条文構造に照らすと、対価か任意かという基準が導かれても

不思議ではない。任意支払の場合に課税優遇を認めるというのは、本件判旨が社会の潤滑油的

な活動を優遇していると捉えていることと、上手く接合する（潤滑油という表現は、政府の失敗及び市場

の失敗を補うもの、という認識の表れであろうか）。しかし、（本件の結論の当否はともかくとしても）本件

判旨によれば、人の供養のみならず針供養や人形供養の場合も任意支払である一方ペット供養

の場合は対価支払である、とされているところに、強烈な違和感（とりわけ人形供養との不均衡感）

が残る。 
 思うに、対価か任意かという基準を是とするとしても、そこから現在の課税の有無の違いを説明

することには成功しないのではないか。これは、現行法・実務が本当に宗教性を度外視しているの

か、という疑問に繋がる。 
 （もう一点：条文構造から対価か任意かという基準が導かれることに得心がいくにしても、公益法人等を優遇

する制度趣旨との関係で、任意であることが優遇の必要十分条件なのか、という疑問も残る。知原・ジュリスト

1261 号 182 頁は「対価を伴わないから社会貢献的であり、対価を伴うものは社会貢献的でないとは必ずしもい

えない」と述べる。今のところ、優遇の制度趣旨を適切に条文に落とす方法が見つかっていない、として諦めざる

をえないのか） 
 
2.7. 収益事業該当性と宗教は無関係か 
 三木論文は、流山訴訟も本件被告も、請負業を広く解しすぎていると批判する。しかし、流山訴

訟で請負業が委任・準委任を含むとされたことは租税法律主義違反にならないと思われる（令 5 条

にいう請負業が仕事の完成のみを指しているとすると明文で「事務処理の委託」を含めていることの説明が付か

ない）し、本件のペット葬祭では「仕事の完成」が観念しやすいので（もし遺体処理が完成しなかったら

依頼者は金員支払を拒めるであろう）尚更請負業該当性は否定しがたいのではなかろうか。 
 違和感の元は、ペット供養が請負に該当するというのでは広すぎる、ということではなくて、ペッ

ト供養が請負に該当するならば人・針・人形の供養も請負に該当するであろうに、ペット供養と人・

針・人形の供養とで何か違うのか、ということであろう。 
 この点に関し、三木論文は、「公益法人の本来的公益活動に含まれうるにもかかわらず形式的

に収益事業に含まれうる可能性のある公益活動を確認的意味で排除している」と述べている。こ

の理屈は本件判旨が否定しているところであるし憲法にも適合的でないが、現行実務の扱いの

数々を見ると、対価か任意かに着目して収益事業か否かを区別していると説明されても胡散臭く、

宗教的か否か（或いは本来的公益活動か否か）で区別していると説明された方がすとんと胸に落

ちやすい。 
 こう考えてくると、収益事業に該当しないとされているものは、確認的ではなくて、創設的にそう

なっているのではないか、という理解も芽生えてくる。 
 宗教か否かで課税問題を決することは違憲の恐れがあるし、租税法理論に照らしても合理的で

ない。宗教法人のサービスとカウンセラーのサービスとの間に差を見出すことは難しい、という指

摘もある（渋谷雅弘教授のご教示）。現在の実務は、その合理的でない区別を敢えて行なっている、

と見ざるを得ないのではないか。そしてそれは宗教勢力が主権的権威を保持し続けていることの



 10

表れではなかろうか（主権について Evelyn Brody, Of Sovereignty and Subsidy: Conceptualizing the 
Charity Tax Exemption, 23 Journal of Corporation Law 585 (1998)が知られている）。聖俗の関係に

ついて憲法上の扱いは国により様々であるが、憲法に規定しただけで人々の意識が聖俗を峻別

できるようになるとは限らず、宗教勢力が主権的権威を持ち続けることはありうる（例えば、政教分離

が憲法に定められていても、或る宗教の信者達が宗教指導者と同じ投票行動をすることは、スポーツ選手に投

票することと同様に止められない）。課税問題について考えると、今になっても、政治家が宗教法人に

対する通常の課税を立法論として打ち出すのは難しいという政治力学がある。また、通達を書い

た者はこうした政治闘争からやや距離をおいていると思われるが、その者達が半ば当然のこととし

て宗教的活動は非課税として扱うものとする通達を書いたのであるとすると、政治闘争を意識しな

い場でも宗教が人々の意識をまだ支配しているということであり、もはや政治力学の話ですらなく

社会学の領域になってくる。 
 評釈の範囲を超えるかもしれないが、人・針・人形の供養等についての課税取扱は法律論を超

えた問題であってそれらと均衡を保ちつつ収益事業該当性を法律論として論ずるのは無理なの

ではないか、と考えるようになりつつある。ペット供養の収益事業該当性を論ずるに当たり、不正な

課税実務であるにすぎないかもしれない人・針・人形の供養等の課税取扱（或いは他にも非課税

とされている結婚式やおみくじ等）との均衡を意識する必要はない、とはいえまいか（状況が類似す

るか分からないが、著作物該当性の議論に当たって、プログラムが著作物に含まれているのは特例措置である

からプログラムとの均衡は意識しなくてよい、と釘を刺す学者がいる）。 
 
2.8. まとめ 
■公益法人等の課税は優遇であるとされた。 
■優遇の理由は、公益性・公共性には求められず、宗教法人の宗教の有用性にも求められなか

った。優遇の理由は社会の潤滑油的な活動の促進であるとされた。 
■収益事業課税の理由は、便宜提供の理由がないこと、及び課税の公平性（イコール・フッティン

グもその一つ）にあるとされた。但し競合の有無が収益事業該当性の判断に繋がっているわけ

ではなさそうである。 
■イコール・フッティングの議論は収束しにくい。資金の使われ方に着目するか収入に着目するか

という根源的な捻れがある。 
■具体的な収益活動外統制の判断に当たっては対価か任意かという基準が採用された。 
■人・針・人形の供養の場合は任意支払でペット供養の場合は対価支払である、ということには違

和感が残るが、前者の課税取扱は特例として度外視してもよいのではないか。 
（草稿に藤谷助教授よりご助言頂いた。感謝する） 

 
先行評釈 

上松公雄「宗教法人が営むペット葬祭業は収益事業に該当するとされた事例」月刊税務事例 38 巻 2 号 21 頁 
忠岡博「宗教法人が行うペットの葬祭の収益事業該当性」税法学 554 号 115 頁 
田中治「宗教法人が行うペット葬祭事業」納税月報 2005 年 8 月号 6 頁 
永井公孝・日本税務会計学会平成 18 年 4 月 3 日（未確認） 
成田一正・MJS 租税判例研究会平成 18 年 5 月 19 日 http://www.mjs.co.jp/kenkyukai/pdf/06051901.pdf 
林仲宣「宗教法人が行うペット葬祭事業が収益事業に該当するとした事案」法律のひろば 59 巻 5 号 66 頁

(2006.5) 
三木義一「宗教法人によるペット供養の非収益事業性」立命館法学 2004 年 6 号(通号 298 号)1714 頁 
三木義一・木村直義「判例研究 判例分析ファイル(その 67)宗教法人と収益事業--ペット供養訴訟を素材とし

て」税経通信 60 巻 9 号(852 号)213-219 頁(2005.7) 
三木義一「ペット供養が収益事業に該当するとされた事例(名古屋高裁平成 18.3.7 判決) (判例解説)」Lexis 判

例速報 2 巻 6 号 140-142 頁(2006.6) 
参考裁判例 

寳松院事件・東京高判平成 7 年 10 月 19 日行集 46 巻 10・11 号 967 頁・東京地判平成 7 年 1 月 27 日行集

46 巻 1 号 9 頁 
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国税不服審判所平成 8 年 7 月 5 日裁決・裁決事例集 52 巻 79 頁 
最判平成 9 年 2 月 25 日税資 222 号 590 頁・東京高判平成 6 年 5 月 25 日税資 201 号 344 頁・東京地判平

成 5 年 7 月 20 日税資 198 号 265 頁 
東京高判平成 16 年 3 月 30 日訟月 51 巻 7 号 1911 頁・東京地判平成 15 年 5 月 15 日判時 1865 号 25 頁 
流山訴訟・東京高判平成 16 年 11 月 17 日判例地方自治 262 号 74 頁・千葉地判平成 16 年 4 月 2 日訟月

51 巻 5 号 1338 頁 
東京地判平成 18 年 3 月 24 日（未公刊・未確認。ペットの供養に供している土地・建物等が、固定資産税・都市

計画税を課税できない「境内建物、境内地」かどうかが争われ、該当しないとされた事例。この宗教法人は、

動物供養料について法人税の申告をしていたらしい。） 
公益法人・非営利組織の課税についての参考文献 

石村耕治『日米の公益法人課税法の構造: わが法制との比較において』(成文堂、1992) 
石村耕治『ボランティア活動の活性化と税制』(朝日大学国際取引法研究所、1993) 
石村耕治『オーストラリアの NPO 法制と税制の構造』(法律文化社、1999) 
北野弘久「宗教法人の情報公開と税務をめぐる問題」法律のひろば 49 巻 4 号 22 頁 
田中治「公益法人制度改革の問題点」経済研究(大阪府立大学経済学部)50 巻 1 号 221 頁(2004) 
田中治・忠岡博「有償ボランティアに対する法人課税の是非」税経通信 60 巻 2 号 161 頁(2005) 
玉國文敏「公益法人税制の改革動向」宗教法 23 号 183 頁 
玉國文敏「宗教法人課税の在り方」ジュリスト 1081 号 16 頁 
知原信良「非営利団体の課税問題」2003 年 6 月 21 日租研報告 
知原信良「公益法人の現状と課税問題について」国際税制研究 10 号 136 頁 
知原信良「非営利組織の課税問題」ジュリスト 1261 号 175 頁(2004) 
中里実「論文紹介～Henry Hansmann, Unfair Competition and the Unrelated Business Income Tax, 

75 Va. L. Rev. 605-35 (1989)」(アメリカ法 1990 年 259 頁) 
中島隆信『お寺の経済学』(東洋経済新報社、2005) 
西野敞雄「公益法人税制と NPO 法案」国士舘法学 29 号 67 頁 
橋本徹他編『公益法人の活動と税制――日本とアメリカの財団・社団』(1986、清文社) 
藤谷武史「非営利公益法人の所得課税――機能的分析の試み」ジュリスト 1265 号 123 頁(2004) 
藤谷武史「非営利公益団体課税の機能的分析(1-4・完)――政策税制の租税法学的考察――」国家学会雑誌

117 巻 11・12 号 1021 頁、118 巻 1・2 号 1 頁、3・4 号 220 頁、5・6 号 487 頁(2004-2005) 
堀田力・山田二郎・太田達男編『これでよいのか政府の構想』(公益法人協会、2004) 
増井良啓「公益法人等の収益事業課税と競争条件の中立性」2000/4/22 租研報告 
増井良啓「個人のボランティア活動と寄付金控除」税務事例研究 55 号 37 頁(2000) 
増井良啓「助成型財団への寄付とトンネル寄付の区別」税務事例研究 66 号 37 頁(2002) 
増井良啓「寄付金控除―米国における 1970 年代初頭の論争を中心として―」日税研論集 52 巻『所得控除の

研究』161 頁(2003) 
増井良啓「外国 NPO への寄付と寄付金控除」税務事例研究 72 巻 35 頁(2003) 
増田英敏「アメリカ合衆国の宗教団体免税制度の合理性」税法学 535 号 67 頁 
水野忠恒「相続税法における公益を目的とする法人に対するみなし贈与の認定ならびに租税特別措置法 40 条

のみなし譲渡に対する非課税承認制度」税務事例研究 89 号 51 頁(2006.01) 
渡辺淑夫『公益法人課税の理論と実務』(財務詳報社) 
Boris I. Bittker & George K. Rahdert, The Exemption of Nonprofit Organizations from Federal 

Income Taxation, 85 Yale Law Journal 299 (1976) 
Evelyn Brody, Of Sovereignty and Subsidy: Conceptualizing the Charity Tax Exemption, 23 Journal 

of Corporation Law 585 (1998) 
Henry Hansmann, The Rationale for Exempting Nonprofit Organization from Corporate Income 

Taxation, 91 Yale Law Journal 54 (1981) 
Susan Rose-Ackerman, Unfair Competition and Corporate Income Taxation, 34 Stanford Law 

Review 1017 (1982) 
E.ジェイムズ・S.ローズ・エイカーマン（田中敬文訳）『非営利組織の経済分析――学校、病院、美術館、フィラン

ソロピー』(多賀出版、1998) 原著 Estelle James & Susan Rose-Ackerman, THE NONPROFIT 
ENTERPRISE IN MARKET ECONOMICS (Harwood Academic Publishers, 1986) 

Walter W. Powell, ed., The Nonprofit sector: a research handbook (Yale University Press, 1987) 
(Henry Hansmann, Economic theories of nonprofit organization, 27-42) 
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◆H17. 3.24 名古屋地方裁判所 平成１６年（行ウ）第４号 法人税額決定処分等取消請求事件 
事件番号  ：平成１６年（行ウ）第４号 

事件名   ：法人税額決定処分等取消請求事件 

裁判年月日 ：H17. 3.24 

裁判所名  ：名古屋地方裁判所 

部     ：民事第９部 

判示事項の要旨： 

宗教法人である原告が行うペット葬祭事業が，法人税法２条１３号，同法施行令５条１項各号所定

の収益事業に該当するとして受けた決定処分及び無申告加算税賦課決定処分について，ペット

葬祭事業は宗教的行為であり収益事業にあたらないと主張してその取消を求めたところ，ペット葬

祭事業は収益事業に該当するとして棄却した事案 
平成１７年３月２４日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

平成１６年（行ウ）第４号 法人税額決定処分等取消請求事件 

口頭弁論終結の日 平成１６年１２月１５日 

 

          判         決 

 

主         文 

１ 原告の請求をいずれも棄却する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

 

事実及び理由 

第１ 原告の請求 

被告が，原告の下記各事業年度について，平成１４年５月２０日付けでした法人税決定処分及

び無申告加算税賦課決定処分（ただし，平成１４年１０月１８日付け異議決定及び平成１５年１０月

２８日付け裁決によって一部取り消された後のもの）を取り消す。 

(1) 平成９年３月期（平成８年４月１日から平成９年３月３１日まで） 

(2) 平成１０年３月期（平成９年４月１日から平成１０年３月３１日まで） 

(3) 平成１１年３月期（平成１０年４月１日から平成１１年３月３１日まで） 

(4) 平成１２年３月期（平成１１年４月１日から平成１２年３月３１日まで） 

(5) 平成１３年３月期（平成１２年４月１日から平成１３年３月３１日まで） 

第２ 事案の概要 

本件は，宗教法人である原告が，死亡したペット（愛玩動物）の飼い主から依頼を受けて葬儀や

供養等を行う（以下「ペット葬祭」といい，その事業を「ペット葬祭業」という。）などして，金員を受け

取ったことに対し，被告から，ペット葬祭業は法人税法（以下，条文を示すときは単に「法」という。）

２条１３号及び同法施行令（以下「施行令」という。）５条１項各号所定の収益事業に当たるとして，

前掲各事業年度（以下「本件各事業年度」と総称する。）における法人税の決定処分及び無申告

加算税賦課決定処分（以下，両者を併せて「本件課税処分」という。）を受けたため，ペット葬祭業

は宗教的行為であって収益事業に当たらないなどと主張して，同処分（ただし，異議決定及び審

査裁決により一部取消後のもの）の取消しを求めた抗告訴訟である。 

１ 前提事実（当事者間に争いのない事実，証拠によって明らかな事実等）  

(1) 原告（甲２２）  

原告は，嘉暦元年（１３２６年）ころ，慈妙上人によって開山されたと伝えられる古刹であり，

昭和４４年１０月２８日，比叡山延暦寺を総本山とする宗教法人天台宗を包括法人として設
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立された宗教法人であって，現在，その代表役員には，住職を兼任するＡ（以下「Ａ」とい

う。）が就任している。 

(2) ペット葬祭業の概要（甲１６，２２，乙５ないし１２）  

原告は，「Ｂ 動物霊園」の名称で，約３０００坪の境内に，ペット用の火葬場，墓地，納骨

堂，待合室等を設置して，昭和５８年ころから，ペット葬祭業を執り行っているところ，その概

略は，以下のとおりである。 

ア 死体の引取り 

希望する飼い主に対し，引取車を派遣して死亡したペットを原告まで運搬する。 

イ 葬儀 

火葬場に隣接するペット専用の葬式場で，人間用祭壇を用い僧侶が読経して行う。 

ウ 火葬  

以下の３種類がある。 

(ア) 合同葬 葬儀終了後，その日のうちに原告により合同火葬場にて合同火葬される。 

(イ) 一任葬（個別葬） 葬儀終了後，立会葬のない時間に原告により個別火葬場にて

単独火葬される。 

(ウ) 立会葬 葬儀終了後，飼い主らが待合室にて待機するうち，個別火葬場にて単独

火葬される。 

エ 埋蔵・納骨 

原告の境内に，ペット専用の合同墓地，個別墓地，納骨堂を設置し，飼い主らの希望

に従って利用することができる。 

オ 法要 

毎月１７日には，合同の法要がなされるほか，希望者には，位牌を祭り，初七日法要や

七七日法要を行う。 

カ その他 

希望者には，塔婆，ネームプレート，位牌，骨壺，袋，石版及び墓石を頒布している。 

(3) 人間用の墓地管理等（甲３，乙１３）  

原告は，愛知県蒲郡市○○町○○○番地○に「Ｃ」という名称の霊園を設置して，利用者

から管理料を収受し，また墓石の販売を行っている（以下，ペット葬祭業と併せて「ペット葬

祭業等」という。）。 

(4) 本件課税処分から本訴提起に至る経緯（甲１及び２の各１ないし５，３ないし１０）  

被告は，原告に対し，平成１４年５月２０日付けで，本件課税処分を行った（同日付けで源

泉徴収に係る所得税の納税告知処分及び重加算税賦課決定処分並びに源泉徴収に係る

不納付加算税賦課決定処分も行われているが，本訴の対象となっていないので，以下にお

いては割愛する。）。 

これに対し，原告は，平成１４年７月１９日，被告に対して異議を申し立てたところ，被告は，

同年１０月１８日，本件課税処分のうち，平成１３年３月期（平成１２年４月１日から平成１３年３

月３１日まで）の無申告加算税賦課決定処分の全部並びにそれ以外の法人税決定処分及

び無申告加算税賦課決定処分の一部をそれぞれ取り消し，その余の申立てを棄却する旨

の異議決定をした。 

さらに，原告は，平成１４年１１月１５日，国税不服審判所長に対して審査請求をしたところ，

同審判所長は，平成１５年１０月２８日，平成１２年３月期の法人税決定処分及び無申告加算

税賦課決定処分の一部を取り消し，その余の審査請求を棄却する旨の裁決をした。以上の

経緯は別表１記載のとおりである。 

原告は，平成１６年１月２０日，本訴を提起した。 

(5) 関係法令等の抜粋  

ア 法人税法 
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（定義） 

２条１３号 収益事業 販売業，製造業その他の政令で定める事業で，継続して  事業

場を設けて営まれるものをいう。 

（納税義務者） 

４条１項 内国法人は，この法律により，法人税を納める義務がある。ただし，内国法人で

ある公益法人等…については，収益事業を営む場合……に限る。 

イ 施行令  

（収益事業の範囲） 

５条１項 法第２条第１３号（略）に規定する政令で定める事業は，次に掲げる事業（その

性質上その事業に付随して行われる行為を含む。）とする。  

１号 物品販売業（略）のうち次に掲げるもの以外のもの  

（中略） 

５号 不動産貸付業のうち次に掲げるもの以外のもの 

（中略）  

ニ 宗教法人法（略）第４条第２項（略）に規定する宗教法人又は民法第３４条

の規定により設立された法人が行う墳墓地の貸付業 

（中略） 

９号 倉庫業（寄託を受けた物品を保管する業を含むものとし，第３１号の事業に

該当するものを除く。） 

１０号 請負業（事務処理の委託を受ける業を含む。）のうち次に掲げるもの以外

のもの 

（以下略） 

ウ 法人税基本通達（以下「本件通達」といい，個別の条項を示すときは，末尾の番号を付

加して「本件通達１０」のようにいう。） 

（宗教法人，学校法人等の物品販売） 

１５－１－１０  

宗教法人，学校法人等が行う物品の販売が令第５条第１項第１号《物品販売業》の物

品販売業に該当するかどうかについては，次に掲げる場合には，それぞれ次による。 

(1) 宗教法人におけるお守，お札，おみくじ等の販売のように，その売価と仕入原価との

関係からみてその差額が通常の物品販売業における売買利潤ではなく実質は喜捨金

と認められる場合のその販売は，物品販売業に該当しないものとする。ただし，宗教法

人以外の者が，一般の物品販売業として販売できる性質を有するもの（例えば，絵葉

書，写真帳，暦，線香，ろうそく，供花等）をこれらの一般の物品販売業者とおおむね

同様の価格で参詣人等に販売している場合のその販売は，物品販売業に該当する。 

 （以下略） 

（非課税とされる墳墓地の貸付け） 

１５－１－１８  

令第５条第１項第５号ニ《非課税とされる墳墓地の貸付業》の規定により収益事業とされ

ない墳墓地の貸付業には，同号ニに規定する法人がいわゆる永代使用料を徴して行う

墳墓地の貸付けが含まれることに留意する。 

（倉庫業の範囲） 

１５－１－２６  

令第５条第１項第９号《倉庫業》の倉庫業には，寄託を受けた物品を保管する業が含ま

れるから，手荷物，自転車等の預り業及び保護預り施設による物品等の預り業（貸金庫又

は貸ロツカーを除く。）もこれに該当する。 

(注) 貸金庫又は貸ロツカーは，同項第４号《物品貸付業》の物品貸付業に該当する。 
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（請負業の範囲） 

１５－１－２７  

令第５条第１項第１０号《請負業》の請負業には，事務処理の委託を受ける業が含まれ

るから，他の者の委託に基づいて行う調査，研究，情報の収集及び提供，手形交換，為

替業務，検査，検定等の事業（略）は請負業に該当するが，農産物等の原産地証明書の

交付等単に知つている事実を証明するだけの行為はこれに含まれない。 

（請負業と他の特掲事業との関係）  

１５－１－２９  

公益法人等の行う事業が請負又は事務処理の受託としての性質を有するものである

場合においても，その事業がその性格からみて令第５条第１項各号《収益事業の範囲》に

掲げる事業のうち同項第１０号以外の号に掲げるもの（以下…「他の特掲事業」という。）に

該当するかどうかにより収益事業の判定をなすべきものであるとき又は他の特掲事業と一

体不可分のものとして課税すべきものであると認められるときは，その事業は，同項第１０

号《請負業》の請負業には該当しないものとする。 

（神前結婚等の場合の収益事業の判定） 

１５－１－７１  

宗教法人が神前結婚，仏前結婚等の挙式を行う行為で本来の宗教活動の一部と認め

られるものは収益事業に該当しないが，挙式後の披ろう宴における飲食物の提供，挙式

のための衣装その他の物品の貸付け，記念写真の撮影及びこれらの行為のあつせん並

びにこれらの用に供するための不動産貸付け及び席貸の事業は，収益事業に該当する

ことに留意する。 

２ 本件の争点  

原告の営むペット葬祭業等が法２条１３号，施行令５条１項各号所定の収益事業に該当する

か。 

３ 争点に関する当事者の主張  

(1) 被告の主張  

原告の営むペット葬祭業等は，法人税法２条１３号，施行令５条１項各号所定の収益事業

に該当する。 

ア 公益法人に対する課税制度 

内国法人は，法人税法の定めるところにより法人税を納める義務がある（法４条１項本

文）が，内国法人である公益法人等については，収益事業を営む場合に限って法人税を

納める義務があり（同条１項ただし書），収益事業から生じた所得以外の所得及び清算所

得は非課税とされる（法７条）。 

ところで，公益法人等に対する課税制度の基本的な考え方は，以下のとおりである。す

なわち，元来，公益法人が営利的事業を行うのは，その本来の目的たる公益事業を遂行

するためのやむを得ない手段たるべきであるにもかかわらず，それが本来の事業遂行を

賄ってなお余りあるという段階に至れば，それは公益法人の行う営利的事業としては行き

過ぎであるといえるし，一般の営利法人の行う事業との間に，一方は法人税が非課税で

あり，一方は課税されるという著しい不権衡を生ずるに至る。そこで，公益法人に対する

法人税課税問題が台頭するに至ったが，その際，課税方法として，個々の公益法人の事

業の内容により，その事業の公共性が強いときはたとえ収益事業を行っても課税せず，逆

に公共性に乏しいときは事業全部に課税するという方法も考えられた。しかし，すべての

公益法人についてその事業を精査し，公共性の強弱を判定することは不可能に近いこと

から，シャウプ勧告を受けた昭和２５年の法改正においては，すべての公益法人を一律

課税法人とし，その収益事業から生ずる所得に対してのみ法人税を課税することとなった

ものである。 
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そして，法２条１３号によれば，収益事業とは，販売業，製造業その他の政令で定める

事業で，継続して事業場を設けて営まれるものとされているところ，その具体的内容は，

施行令５条１項に物品販売業をはじめとする３３の事業をもって収益事業としている（同項

１号ないし３３号。以下，同項に掲げられた各事業を「特掲事業」という。）。これは，公益

法人等に対する課税制度の趣旨に則って，一般事業者（営利企業，民間企業）との競合

関係に立つと思われる事業を特に掲げたものである。また，同項本文括弧書きは，公益

法人等がこれらの収益事業を営むに当たり，その性質上その事業に付随して行われる行

為は，それぞれの収益事業に含まれると規定している。 

イ 特掲事業該当性の判断基準 

本件においては，原告が営むペット葬祭業等が，特掲事業に該当するか否かが問題と

なるところ，その判断に当たっては，まず，問題となる当該事業が，法施行令５条１項各号

に掲げる各事業の法的な定型的な特徴（この点については，民法や商法といった私法体

系における理論が基礎に置かれる。）を備えたものでなければならないことはいうまでもな

いが，さらに，前記の趣旨により，税法独自の判断が必須であり，当該事業が一般事業者

が営む事業との関連から課税対象とするにふさわしいものか否かという観点からの判断を

欠くことができない。 

そのためには，①問題とされる当該事業と一般事業者が行っている事業との類似性の

有無・程度，②明文の規定によって特掲事業から除外されていたり，また，特掲事業とし

て掲げられていないため，非課税とされている事業との関係，③当該事業で提供されるサ

ービス・物品等の性質・態様等の諸般の事情を，国民の社会的・文化的意識を基礎とす

る社会通念に照らし，また課税の公平性という制度趣旨を勘案して，総合的に判断する

のが相当である。 

ウ 原告の営むペット葬祭業等の特掲事業該当性 

原告が営むペット葬祭業等は，以下のとおり，①葬祭（葬儀・火葬），②法要，③遺骨処

理とその管理（納骨堂，墓地管理），④オプションとなる物品販売（塔婆，プレート，骨壺，

袋，位牌，石版，墓石），⑤ペットの死体引取りの各事業に分類できるところ，①は請負業

（施行令５条１項１０号）に，③は倉庫業（同項９号）及び請負業に，④は物品販売業（同

項１号）に，②及び⑤は付随事業（同項括弧書き）にそれぞれ該当する。 

(ア) 原告の営むペット葬祭業等の内容  

ａ 原告は，境内に葬儀場，火葬場を設置して，ペットの火葬，葬儀業務を取り扱っている

ところ，これには，前提事実(2)で示すとおり，合同葬，一任葬及び立会葬の３種類のメ

ニューが用意されており，各メニューや対象動物の大きさに応じて，一定額の料金（別

表２参照）が設定されている。なお，原告は，希望者からの依頼に応じて，ペットの死体

を引き取って斎場まで運搬するサービスを３０００円で提供したり，葬儀後，毎月１７日に

法要を行うなどしている。  

また，原告は，境内に墓地及び納骨堂を設置し，遺骨処理業務を行っているところ，

墓地については，ペット専用の合同墓地と個別墓地が用意されており，このうち前者に

ついては，原告に葬儀の依頼をした利用者については無料とされているものの，後者

については，年間２０００円の管理費と９年ごと（３年ごとの更新３回）に継続利用料（平

成１２年現在で１万円）の支払が必要とされているほか，墓石の購入費用も必要となる。

納骨堂については，使用許可料３万５０００円のほか，年間２０００円の管理費が必要で

あり，墓地と同様の更新条件が設定されている。 

さらに，原告は，ペット葬祭業に関連して，塔婆，ネームプレート碑，位牌，骨壺，袋，

石版及び墓石の販売を行っている。 
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ｂ 上記のペット葬祭業のほか，原告は，愛知県蒲郡市内に，「Ｃ」という名称の人間専用

墓地を設置し，利用者から管理料（年間３０００円）を徴収して管理しているほか，同霊

園事業に関連して墓石の販売等も行っている。 

(イ) 収益事業の定型的特徴の具備  

ａ 葬祭について  

ペット葬祭業は，読経その他の供養・追悼の儀式，死体の焼却及び拾骨といった一

連の労務・サービスの提供であるから，法的には，仕事の完成及びこれに対する報酬

の支払を要素とする「請負」若しくは「準委任」として構成できる。そして，原告の前記業

務内容には，読経のみならず，追悼の儀式や死体の焼却及び拾骨といった業務が広

く含まれており，その業務を全体としてみるならば，葬祭一般についての事務の取扱い

と評価できるから，その労務・サービスの性格は，国民の社会・文化的意識に照らして

も，寺社がこれを取り扱うことにこそ価値があると一般に理解されているとはいえない。 

このことは，ペット葬祭が一般事業者でも広く取り扱われていることからも明らかであ

る。加えて，原告の事業においては，一般事業者と同様，合同葬等の葬祭メニューや

対象動物の大きさに応じた料金を設定しているが，かかる扱いは，労務ないしサービス

の内容が料金に反映されていることの現れであり，また，設定された料金も，ほぼ一般

事業者と同様であることからすれば，原告が行うペット葬祭業務につき授受される経済

的利益は，原告が提供する労務・サービスに対する対価の性質を有すると解される。 

よって，原告の行うペット葬祭業は，請負業の特質を備えているばかりか，その事業

形態は一般事業者が営むそれと極めて類似し，しかも，業務内容や態様等に照らして，

賽銭や喜捨と同列に見るべき事情も存しないから，課税対象とするにふさわしいと評価

できる。 

この点について，原告は，読経，火葬，法要は僧侶自身の宗教行為又はその前提

行為ないし付随行為にほかならず，仕事を完成させるために行うものではない旨主張

するが，民法上の請負の目的である「仕事」は無形的なものでもよく，本件でも，儀式

及び火葬等がつつがなく執り行われるという結果を生むことが前提となっているから，

それを「請負」と構成することに何ら支障はないし，宗教行為であることを理由に，当該

行為を請負業と構成することが妨げられるわけではない。 

また，原告は，利用者から受け取る金銭が「布施」であって対価性を欠く旨主張する

が，原告のパンフレットには，明確に「料金表」と表示され，一般事業者のものと同様，

葬祭業務のメニューや動物の大きさに応じた金額が記載されているなど，その体裁が

一般事業者によるものに酷似していること，料金表にそれが目安である旨の記載もな

いことなどからすれば，原告が提供する労務ないしサービスの対価であることは明らか

である。 

ｂ 遺骨の処理について  

原告は，火葬したペットの遺骨を，利用者の依頼に応じて，設置している納骨堂に

おいて保管・管理したり，墓地の利用者の依頼に応じて墓地を管理し，利用者から一

定額の経済的利益を享受している。 

ところで，利用者の依頼により物である「遺骨」を納骨堂に保管してこれを管理するこ

とは，寄託物の引受けを業とする倉庫業の典型的な特徴を備えているばかりか，原告

においては，納骨堂の利用及び管理を利用するにつき一定の金額を設定しており，こ

れが保管・管理の対価であることは明らかである。しかも，一般事業者においても，原

告と同様の遺骨の保管・管理業が営まれていることをも考慮すれば，原告の上記事業

は，課税対象とするにふさわしいと評価できる。 

この点について，原告は，本件では，①焼骨の永久保管が前提となっていること，②

焼骨の出し入れが予定されていないこと，③寄託期間に応じて費用が決定されていな
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いこと，④原告の収受する管理費の実体は「護持会費」であり，対価性のない喜捨金

であることなどを主張する。しかしながら，納骨堂の利用期間である９年を経過すれば，

更新料の支払がない限り合同墓地に改葬されるから，この更新料の支払が納骨堂の

継続利用の前提条件となっていることは明らかであり，永久保管が前提であるとはいえ

ないこと，管理費用も３年更新で年間２０００円とされていること，倉庫に預けられた物品

の出し入れは，寄託契約の要素となっていないこと，原告のホームページで護持会費

を請求しないと明言していることなどからすれば，上記主張はいずれも事実と異なる。 

なお，人の遺骨の墓地への埋蔵は，施行令５条１項５号ニの「墳墓地の貸付業」に

当たり，収益事業には該当しないが，ペットの遺骨処理は，同号ニには当たらない。な

ぜなら，税法上「墳墓地」の意義は明定されていないが，墓地，埋葬等に関する法律

（以下「墓地法」という。）２条４項は，「死体を埋葬し，又は焼骨を埋蔵する施設をいう」

と規定していることからすれば，施行令において，収益事業から除かれる墳墓地の貸

付けは，人間に関するものに限られると解されるし，ペットの遺骨処理においては，人

の遺骨の埋蔵のような高い公共性・公益性を見出し難いからである。 

ｃ 物品販売について  

原告は，ペット葬祭に関連して，塔婆，プレート，骨壺，袋，位牌，石版，墓石を販売

しているところ，かかる事業が物品の売買という販売業の定型的特徴を備えており，こ

れに応じて原告が享受する経済的利益が物品の対価の関係に立つことは明らかであ

る。加えて，上記物品の販売は一般事業者においても行われていることからも，原告の

営む上記各物品の販売は，お札・おみくじの頒布と異なり，施行令５条１項１号の「物

品販売業」に該当する。 

ｄ 法要及び死体の引取りについて  

法要は，葬祭のアフターケアの部分であって，請負業である葬祭の付随的事業活

動といえるし，また，死体の引取りは，葬祭を執り行うに先立って，死体を回収するサー

ビスであって，その準備行為といえるので，葬祭の付随的事業活動に該当するという

べきであるから，収益事業に当たる。 

ｅ 人間用の墓地管理等について  

原告は，人間用の墓地を設置し，利用者からの依頼を受けて管理し，その対価とし

てあらかじめ定められた料金を得ているところ，これは通常の霊園墓地経営と同様であ

るから，施行令５条１項１０号の「請負業」に該当する。 

エ 原告の主張に対する反論 

この点について，原告は，①宗教法人や僧侶の行うペット葬祭は，非課税とされる人の

葬祭と同様の宗教的意義を有し，対価性を欠く，②非課税とされる針供養や人形供養と

の比較からも，ペット葬祭を収益事業として取り扱うことは許されない，③もともと，宗教法

人等が本来の公益事業として行ってきた行為であっても，一般事業者がビジネスチャンス

と見て参入した場合に課税対象となるのは不当である，④墳墓地の貸付業の非課税を定

めた本件通達１８や，神前結婚式等の場合の収益事業の判定に係る本件通達７１に照ら

せば，法は，収益事業の判定に当たって，「一般事業者が同一ないし類似の事業をして

いるか」や「競合関係に立つか」などを考慮することなく，本来の宗教活動の一部と認めら

れるか否かを唯一の判断基準としていると解されるなどと主張する。 

しかしながら，以下のとおり，原告の上記主張は相当でない。 

(ア) 宗教的意義について  

公益法人等の収益事業に対する課税に当たっては，主として一般事業者との競争

関係の有無や課税上の公平の維持などが考慮されるべきであって，宗教的意義とい

った公共性の有無やその強弱だけで，その課税の是非についての判断が行われるも

のではないから，宗教的意義の有無等はその解釈に影響しない。 
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そして，原告の営むペット葬祭業の業務内容は，人の葬祭と異なり，読経その他の

供養，追悼の儀式，遺体の焼却及び拾骨などを含む一体的なサービスであり，その事

業形態は，一般事業者が営む葬祭業と極めて類似しているから，業務内容の一要素

である供養の部分の宗教的意義を強調するのは，公益法人等に対する課税制度の趣

旨に照らし，相当でない。 

すなわち，人の葬祭の場合，葬祭を執り行おうとする者は，葬儀会社に依頼すること

が少なくないが，その場合でも，当該業者が一括して処理するのではなく，式場の手

配等を葬儀会社が取り扱うものの，火葬は地方公共団体等が運営する火葬場，また，

読経等の供養は寺社等というように，その業務内容が分断されており，宗教法人が一

括して執り行う例は見当たらないようである。したがって，その場合に，宗教法人が取り

扱う事業は，読経等の供養のみとなるが，これについては，寺社等がこれを取り扱うこと

にこそ価値があると一般に理解されており，一般事業者による類似事業は存在しな

い。 

(イ) 非課税事業との比較について  

ａ 針供養・人形供養については，その供養に伴って金銭の授受を伴うことがあるため，こ

れを外形的に見れば，ペット葬祭と同様に，「請負」業に該当する可能性があるが，一

般的に，針供養等を事業として行っている一般事業者は見当たらないようであるし，こ

れらについて授受される金銭についても，明確な料金設定はされていないことが多い。

加えて，国民の社会・文化的意識に照らしても，針供養等は，ペット葬祭と異なり，古く

から行われてきた宗教的習俗として確立しており，両者を比較することは相当でない。 

ｂ 施行令５条１項５号ニや本件通達１８は，人間の墳墓地経営の高い公共性・公益性を

踏まえて政策的に収益事業から除外したものにすぎず，ペットの墓地について妥当す

るものではない。 

ｃ 神前結婚式等に係る本件通達７１においても，一般事業者との競合の有無・程度が当

然の前提とされていることは明らかであり，このことは，一般事業者との競合可能性があ

る披露宴における飲食物の提供等が収益事業とされていること，挙式という儀式自体

については，国民の社会的・文化的意識に照らして一般的に宗教的色彩を有すること

が否定できず，お礼やおみくじと同様であると考えられることからも明らかである。原告

の上記主張は，通達の字義を機械的にとらえて，この部分のみをいたずらに拡大解釈

し，もって公益法人等の収益事業に関する法の趣旨を解釈するものであって，本末転

倒である。 

(ウ) 一般事業者の事業参入について  

一般事業者と競合するような事業については，税務の公平上，課税対象とするとい

う考え方からすれば，従前の経緯はどうであれ，これを非課税とするのは，法の趣旨に

反するというべきである。 

(2) 原告の主張  

被告の主張は争う。原告の営むペット葬祭業等は，法２条１３号，施行令５条１項各号所定

の収益事業に該当するものではない。 

ア 公益法人に対する課税制度 

(ア) 税法解釈・運用の在り方  

国民に義務を課し，その権利を制限することは国民の代表者によって構成される国

会の定める法律によってのみ行われるべきであり，法律によらないで租税を課すことは

できない（憲法８４条の租税法律主義）。これは，国家財政の負担者である国民が自ら

その内容を決定するという民主主義からの当然の要請である。 



 20

したがって，その一内容として，租税が賦課される対象は，原則として法律で明記さ

れる必要があり，その範囲を政令等や解釈・運用等で安易に拡張することは厳に慎ま

なければならない。 

(イ) 公益法人と収益事業  

公益法人である宗教法人については，かつては宗教法人令が非課税としていたの

と異なり，課税され得る法人とされたものの，原則は非課税であり，それに対する課税

は収益事業すなわち施行令５条で限定列挙された３３の特掲事業に限定されている

（法７条，２条）。そして，租税法律主義の趣旨からして，たとえ収益事業であっても３３

の特掲事業に該当しない限り課税の対象とならないと解すべきであり，その解釈・運用

は厳格になされなければならず，安易な類推解釈や拡大解釈は許されない。また，解

釈の基準やペットに対する意識が社会通念に従わなければならないことは当然である

が，法令の解釈が社会通念に従うということは，宗教法人一般に対する非課税につい

ての不公平感などの安易な感情によって規律されることを意味するものでないことも明

らかである。 

以上は，法人税法が，公益法人が本来的な公益活動をする場合には課税しないと

いう基本原則を採用していることの現れである。すなわち，そもそも，公益法人が原則

的に課税されないのは，公益法人が専ら公益を目的として設立され，営利を目的とし

ないというその公益性と，たとえ収益事業を行ったとしても，そこから生じる利益は，株

式会社における株主に対する配当のように，特定の個人に帰属する性質のものではな

いことによる。 

だからこそ，法人税法は，公益法人の本来的公益活動に含まれ得るにもかかわらず

形式的に収益事業に含まれる可能性のある公益活動を確認的意味で課税対象から

排除しているし（例えば，施行令５条１項３号ニなど），人についての葬祭のように本来

的な公益・宗教活動といえる事業については，収益事業に含めていないのである。 

イ 被告の主張に対する反論 

被告は，「本来の公益活動であっても，当該活動の公益性の有無・程度には着目する

ことなく，一般事業者と競合するような事業については税務の公平上課税すべきものであ

る」という理論（イコール・フィッティング論）を前提にして，①一般事業者の行う事業との類

似性の有無・程度，②非課税事業との関係，③提供されるサービス・物品の性質・態様等

の諸般の事情を，国民の社会・文化的意識を基礎とする社会通念に照らして判断すべき

であると主張する。 

しかしながら，上記主張は，実定法規の冷静な分析を怠ったまま独自の理念のみを強

調し，公益法人課税見直しの議論に依拠するものであって，立法論的主張を解釈論の中

に混在させているとの批判を免れない。 

(ア) 宗教行為における対価性の欠如  

宗教法人については，対価性のない所得については収益事業収入に該当せず，

課税対象とされていない。その理由は，喜捨・布施・お礼が外形的には読経等の行為

に対する対価のように見受けられるとしても，もともと，僧侶の供養は，布施という宗教

行為のうちの法施といわれ，僧侶あるいは寺院に対する財物の施しは布施のうちの財

施に当たり，いずれも宗教行為そのものであり，しかも，法施・財施は相手の財施・法

施とは無関係になされるものである上，これらは魂の救済を目的とし，利益の追求を目

的とするものではないから，両者の間に対価性を肯定することができないからである。 

ところで，原告は，大乗仏教の１つである天台宗の末寺であるところ，大乗仏教にお

いては，「一切衆生悉有仏性（全ての存在は皆仏性を有し成仏すべき存在である。）」，

「六道輪廻（世界は，天上界，人間界，修羅道，畜生道，餓鬼道，地獄の６つに分かれ

ており，すべての存在はこの六道を輪廻して転生している。）」という根本的な仏教観が
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あり，ペットなどの動物は因果などによって畜生道にいるが，死後は読経等の供養によ

る功徳によって本来の仏性が顕れ，天上界・人間界に転生することができると考えられ

ている。したがって，ペットに対する読経等も宗教行為なのであり，さらに，森羅万象す

べてのものに仏性があるという立場からすれば，人形や針などの物質についてさえ同

様のことがいえる。だからこそ，針供養や人形供養は宗教的な意義を認められ，その

多くが寺院において僧侶によってなされているのである。 

また，ペットは単なる愛玩動物ではなく，伴侶動物であるとの認識が国民の間に一

般化しており，そのような認識を背景として，ペットの供養も寺院で行いたいとの強い要

請があり，それ故にこそ，一般事業者も宗教法人をまねて葬祭業を営んでいることから

すれば，社会通念上も，ペットの供養と人の供養との間に差異はないというべきである。

すなわち，布施の宗教的意義を度外視するとしても，ペットであっても愛するものを亡く

し，家族を亡くしたのと同様な喪失感にさいなまれた飼い主は，僧侶による供養によっ

て，ペットという愛する対象を亡くしたことを受容し，喪失感をいやし，感謝や哀悼の意

を生ずるものであって，これらの点においては，人が亡くなった場合の供養とペットが

亡くなった場合の供養とで変わりはない。 

原告において行うペット葬祭については，とりわけ，ご本尊が動物愛護を勧めた徳川

綱吉の守り仏といわれる薬師如来像であり，その経緯も純粋な宗教的意義から出たも

のであり，現在でも無償で動物の遺骨を引き取り，その霊を供養していることなどからし

ても，収益事業などではなく，純粋な宗教行為であることは明白である。 

この点について，被告は，①ペット葬祭は読経等からなる一連のサービスであり，供

養の部分をクローズアップすることは相当でない，②人の葬祭は業務内容が分断され，

宗教法人が一括して行うことはない，③人の葬祭では，国民の社会的・文化的意識に

照らして，読経等の供養は寺社が行うことにこそ価値があると考えられているなどと主

張する。 

しかしながら，そもそも，葬祭は，通夜・告別式・それらにおける読経・火葬・拾骨を

含めた全体として，死というものを認識させ，喪失感を慰め，鎮魂するものであって，一

体たるべきものであり，だからこそ，火葬に際しても読経による供養がなされ，拾骨・納

骨にも僧侶が関与するのである。本来，葬祭においては，一連の行為の中で読経等の

供養がなされることにその本質があり，供養に宗教的意義があるのであるから，供養の

部分をクローズアップするのは当然である。人の葬祭においては，式場の手配等は葬

儀会社が，火葬は地方公共団体等が運営する火葬場が，読経等の供養は僧侶がそ

れぞれ担当するように分断されているが，これは，住宅事情や墓地法によって，分断さ

れざるを得ないにすぎない。 

このような経緯からすれば，人の葬儀ないし供養とペットの葬儀ないし供養とを別の

ものと考えることは疑問である。また，人に対する供養はもちろん，ペットの供養も，僧

侶が行うことにこそ価値があると一般にとらえられており，この点についてもペットの供

養と人の供養とは異ならない。そうすると，人の供養とペットの供養を区別する根拠は

存在しない。そして，人の葬祭の場合やペット葬祭であっても宗教法人の僧侶が民間

のペット葬祭業者の依頼により民間業者の施設に赴いて供養する場合には課税対象

となっていないことと比較すると，原告のペット葬祭業に課税することは，課税の公平原

則に反して不当である。 

また，被告は，原告の「料金表」を問題とするところ，確かに，原告は，お布施額につ

いて，当該動物の種類・大きさによって一定の金額を定めている。しかし，これは，ペッ

ト葬祭が国民の間に一般化されるようになってまだそれほど年月が経っていないため，

人の葬祭と異なり，一般的な目安がなく，ペット葬祭を依頼する人がどの程度の布施を

すればよいか困惑することがあることから，一般事業者の基準表を基に一応の目安を
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設定することによって，金額が多くないときちんと供養してもらえないのではないかとい

う不安を取り除くことができると考えたためであり（実際，人の葬儀においても，お布施

の目安を明示するお寺も存在している。），また，火葬において要する燃料費などは大

きさによって違いがあり，ペットの大きさに応じて金額を異にする必要があることから，

一般事業者の料金表を参考に基準表を作成したにすぎない。現に，この金額にこだわ

らずにお布施を支払われる方もあり，逆にわずかしかお金がないと言われる場合には

目安を大幅に下回る金額（場合によっては全く無償）でもペット葬祭を実施している。 

(イ) 一般事業者の事業参入を基準とすることの不当性  

確かに，原告のペット葬祭業と一般事業者のそれとは，外形的に類似したところがあ

るが，これは，国民の一般的な社会的・文化的な意識から宗教的儀式によってペットの

霊を送り，それによって自らをいやしたいという欲求に対応するため，一般事業者が宗

教家による宗教行為をまねている結果にすぎない。原告のペット葬祭業においては，

火葬前，火葬時，拾骨，納骨という一連の葬儀過程において読経による供養を行って

いるが，かかる一連の行為が宗教的意義を有しているからこそ，ペットの霊の鎮魂と飼

い主の喪失感のいやしになっているものであり，これらの宗教的意義を有しない一般

事業者のペット葬祭業とは決定的に異なる。 

また，本件は，原告がその教義に基づいてペット葬祭業を本来的宗教活動として行

っていたところ，ペットブームに便乗した一般事業者が名前や形式等を宗教法人の活

動に似せて葬祭業を行い始め，その結果，競合関係が生じているケースであり，現行

法規が想定した事態と全く逆のケースであるが，このような場合にまで，一般事業者と

の類似性・競合性の有無を基準とするイコール・フィッティング論に基づいて課税対象

とするのは，立法趣旨に反し明らかに不当である。 

(ウ) 非課税事業との比較  

針供養や人形供養の際に依頼者から謝礼として受け取る喜捨に対しては課税され

ない取扱いであるが，僧侶が読経し，供養の対象が物である点でペット葬祭も同様で

あるにもかかわらず，後者が課税対象とされるのは不当である。 

この点，被告は，①人形供養・針供養を事業として行っている一般事業者はない，

②明確な料金設定がない，③古くから行われてきた宗教的習俗であるから，ペットの供

養と異なる旨主張する。しかしながら，人形供養は人形協会等の関連業界やＤなどの

一般事業者も多数主宰し，その代金も３０００円から５０００円が一般的であって，明示も

されているから，両者を区別する根拠は存在しない。 

さらに，施行令５条１項５号ニの定める非課税の「墳墓地の貸付業」に関する本件通

達１８の解釈として，墳墓地の貸付業が宗教法人，財団法人又は社団法人によって行

われるものは非課税であるが，これら以外の公益法人等によって行われる場合には収

益事業課税の対象となるとされていることや，本件通達７１が，「宗教法人が神前結婚，

仏前結婚等の挙式を行う行為で本来の宗教活動の一部と認められるものは収益事業

に該当しないが，挙式後の披ろう宴における飲食物の提供，挙式のための衣装その他

の物品の貸付け，記念写真の撮影及びこれらの行為のあつせん並びにこれらの用に

供するための不動産貸付け及び席貸の事業は，収益事業に該当することに留意す

る。」としているとおり，宗教法人がその本来の宗教活動として行う挙式行為は非課税と

される反面，宗教法人以外の公益法人等が神前結婚等の挙式を行う場合には，その

挙式の部分についても，「請負業」として課税されると解されていることに現れているよ

うに，公益法人のうち宗教法人については，まさにその宗教活動の宗教的意義を尊重

した解釈・運用がなされていることからすれば，当該活動の宗教的意義の有無・程度に

着目することなく，類似事業の有無や民間業者との競合の有無によって収益事業性を

判断しようとする被告の主張は不当である。 
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(エ) 個々の行為の特掲事業該当性についての反論  

ａ 葬祭について  

被告は，ペット葬祭が，読経のほか，追悼の儀式・死体の焼却等の一連の内容を含

むと指摘し，国民の社会的・文化的意識に照らしても，寺社がこれを取り扱うことにこそ

価値があるとはいえないと主張するが，伴侶動物ととらえられているペットの読経，火葬，

火葬後の法要を事務処理であると評価することは，人の葬儀における読経，火葬，火

葬後の法要を請負業と評価することと同様，国民の社会・文化的意識に反する。 

被告が指摘する一般事業との類似性・競合性については，同事業が，ペット葬祭は

宗教家によることに価値があるという国民の認識を背景として，本来は宗教家がなす供

養の形態を模倣し，あるいは宗教法人と提携することによって，ペットの霊を供養しよう

とする飼い主の要望に応えようとするものであることからも，本末転倒した議論である。 

仮に，被告が主張するように，読経等による供養を「請負」概念に含まれると解する

ならば，すべての無形の行為が請負に該当することになってしまうが，このような無限

定な概念の拡張は，租税法律主義に反し，施行令５条の趣旨にも反する。 

なお，原告が定めた「料金表」が一応の目安にすぎないことは前記のとおりであり，

原告が受け取るお布施の金額は，本来，財施をする人の志次第である。 

ｂ 遺骨の処理について  

原告は，納骨堂で，ペットの遺骨をお預かりしているが，これは保管自体が目的では

なく，ペットの霊の鎮魂が目的である。 

被告主張のように，伴侶動物ととらえられているペットの遺骨を供養のため保管する

行為を倉庫業と評価すること自体，国民の社会・文化的意識に反する。 

すなわち，社会通念上，倉庫業は，寄託を受けた物を倉庫に保管する事業であるとこ

ろ，寄託は寄託物の返還を当然に予定している。ましてや業として成立する場合には，

頻繁に寄託物の出し入れをすることを想定している（商法５９７条以下）。これに対し，

ペットの遺骨は永久に保管されることを予定しており，寄託・倉庫業の概念に該当しな

い。また，ペットの遺骨の保管は，保管すること自体が目的ではなく，保管した上で読

経等の供養をすることが主たる目的であるから，やはり保管すること自体を主たる内容

とする倉庫業の概念には当てはまらない。 

なお，原告が受け取る管理費は，宗教法人である原告の維持発展のために護寺会

費として受け取っているものであり，管理費との名目は，説明の便宜上のものである。 

ｃ 物品販売について  

墓石や位牌は，そのままでは加工した石・木などの物質にすぎず，これが仏壇や墓

地に設置され，お精入れという宗教的儀式が加えられることによって，はじめて鎮魂と

おまいりの対象となる位牌・墓となるのである。したがって，仏壇業者が位牌を販売した

り，石材業者が墓石を販売する場合とを同列に扱うことはできない。塔婆も塔を擬した

ものであって，極めて宗教性の強いものであり，僧侶等が仏文字を記入しなければた

だの木片にすぎず，原価的にも極めて安価なものにすぎない。石版は，ペット供養とは

直接の関連性はない。 

この点，被告は，お札・おみくじの頒布と異なる旨主張するが，これらは，「護符ない

し占い（神仏のお告げ）」と理解されているところ，特に占いについては様々な占いが

行われ，一般事業者も幅広く参入しているとおり，必ずしも神社仏閣が行うから尊く価

値があると理解されているわけではない。それにもかかわらず，これらに対して課税さ

れていないのは，宗教法人が宗教行為の一環（本尊たる神仏のお告げとして）として行

われるからであり，それ以外の理由は見当たらない。 

ｄ 法要及び死体の引取りについて  
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法要は，一定の期日に読経等によって供養することにより故人や亡くなったペットを

追悼し，鎮魂することであり，供養こそ法要の本体であって，アフターケアなどではない

から，葬祭の付随的事業活動に当たらない。 

ペットの遺体の引取りは，ペット葬祭に付随するものであり，供養行為と一体として考

えるべきであって，これに伴って受け取る金員については実費以上の何ものでもない。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 収益事業の意義とその判断基準  

(1) 公益法人等に対する課税制度と宗教法人  

ア 法４条１項は，法人税の納税義務者について，「内国法人は，この法律により，法人税を

納める義務がある。ただし，内国法人である公益法人等又は人格のない社団等について

は，収益事業を営む場合……に限る。」と定め，法７条は，公益法人等の非収益事業所

得等について，「内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所

得のうち収益事業から生じた所得以外の所得……については，第５条（内国法人の課税

所得の範囲）の規定にかかわらず，それぞれ各事業年度の所得に対する法人税…を課さ

ない。」とそれぞれ規定している。 

そして，公益法人等については，法２条６号により，「別表第２に掲げる法人をいう。」と

定義されているから，これに該当する限り，その具体的活動内容などに関わりなく，法人

税法上の公益法人等に当たることになる。また，収益事業については，法２条１３号が「販

売業，製造業その他の政令で定める事業で，継続して事業場を設けて営まれるものをい

う。」と定義しているところ，施行令５条１項柱書は，「法第２条第１３号（収益事業の意義）

に規定する政令で定める事業は，次に掲げる事業（その性質上その事業に付随して行わ

れる行為を含む。）とする。」と定め，１号から３３号において，物品販売業，不動産販売業

を含む３３業種から成る特掲事業を掲げている。 

したがって，公益法人等については，上記の収益事業に該当しない限り，その行う事

業から得た収益に対して法人税は一切課税されないし，収益事業から得た収益について

も，普通法人に対する法人税率が３４．５パーセント（法６６条１項。平成１０年法律第２４号

による改正前は３７．５パーセント）であるのに対し，公益法人等については２５パーセント

（前同２７パーセント）の軽減税率が適用される（同条３項）上，寄付金の損金算入の特例

も認められている（３７条４項ただし書，施行令７３条１項３号）ので，同一法人内部で非収

益事業に支出をした場合の実効税率はさらに低下する。以上のほか，道府県民税，市町

村民税，事業税，事業所税，不動産取得税，固定資産税，都市計画税（地方税法２５条１

項，７２条の５第１項，７３条の４第１項，２９６条１項，３４８条２項，７０２条の２第２項），消費

税（消費税法６０条４項，同法施行令７５条），登録免許税（登録免許税法４条２項，同法

別表第３）などにおいても，優遇措置が講ぜられている。 

イ ところで，上記優遇措置については，公益法人等の活動における公益性にその存在理

由を求めるのが一般的であるが，法人税法別表第２の定める公益法人等を概観すれば

明らかなとおり，その内実は，公共法人（法２条５項，別表第１）に比肩すべきものから，単

に構成員の福利や同業者間の相互扶助などを目的とするものまで，実に様々なものがあ

り，その有する公益性，公共性の強弱についても幅広いものがある。したがって，あえてこ

れらの共通点を探求するならば，せいぜい，営利を目的としない団体（非営利法人）として

の性格を有する点を挙げ得るにすぎないとも指摘されている。 

本件で問題となっている宗教法人について述べると，歴史的に見れば，近代社会にお

いては国家が責任を持つべきものとされている社会福祉，教育の相当部分を宗教団体が

担ってきたといわれているが，法人税法上は，宗教法人法（昭和２６年法律第１２６号）に

基づいて設立された宗教法人をいうと定義されている（別表第２）。そして，宗教法人法は，

同法１２条所定の事項を記載した規則の認証を同法５条の定める所轄庁（原則として都道
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府県知事，例外的に文部科学大臣）に対して申請し，その認証を得た後に設立登記をす

ることによって宗教法人が成立する（同法１５条）と定めているが，所轄庁は，認証の可否

を審査するに当たっては，当該団体が宗教団体であること等の要件の具備を判断するの

みである（同法１４条１項。もっとも，その運用においては，相当年月の実績を示すことが

求められる。）。したがって，法文上は，宗教の教義を広めることなどを主目的とする団体

であるならば，宗教法人たる資格を取得することが可能な制度となっているが，ここでいう

宗教とは，一般には「超自然的，超人間的本質の存在を確信し，畏敬崇拝する心情と行

為」というような広い意味に解されているから，その具体的な教義や活動内容が，その構

成員やその属する社会の利益を現実に増進せしめるものであることは必ずしも要求され

ていないといわざるを得ない（そもそも，公権力がそのような審査を行うことは，信教の自

由を保障した憲法２０条に違反するおそれがあり，現に，宗教法人法２５条５項，８４条など

は，公権力が，その事務を遂行する上で，宗教上の特性及び慣習を尊重し，信教の自由

を妨げることがないよう特に留意すべき旨を定めている。）。 

他方，宗教法人法上，宗教法人は，公益事業以外の事業から収益を得たときは，当該

宗教法人，包括宗教団体又はそれが援助する宗教団体若しくは公益事業のために使用

しなければならず，所轄庁は，これに違反する事実がある場合には，当該宗教法人に対

して報告を求め，あるいは質問をすることができ，さらには１年以内の事業停止を命ずるこ

とができる（６条２項，７８条の２第１項１号，７９条）上，上記の事務が適正に行われることを

担保するため，宗教団体は，毎会計年度終了後に財産目録及び収支計算書を作成して，

これらを所轄庁に提出しなければならない（２５条１項，３項，４項）とされている。 

そうすると，上記のような超自然的，超人間的本質の存在を確信などする心情そのもの

が，人の精神に安らぎを与え得ることは否定できないものの，現行法上は，かかる意味で

の公益性，公共性を高く評価しているが故に税制上の優遇措置が講ぜられているという

よりも，宗教法人が非営利法人であることを求められ，しかも，そのことを担保するために

所轄庁による監督に服している点が重視されていると解することができる。 

(2) 公益法人に対する課税制度の経緯  

証拠（甲２４，乙１４，１５）及び弁論の全趣旨によれば，公益法人に対する課税制度の経

緯について，以下の事実が認められる。 

ア 我が国における所得課税制度は，明治２０年に制定された所得税法（明治２０年勅令第

５号）によって創設されたが，当時の納税義務者は個人のみであって，法人に対する課税

は行われなかった。 

その後，明治３２年の所得税法改正（明治３２年法律第１７号）により，法人の所得に対

しても１０００分の２５の税率により所得税を課することとされたが，公益法人については課

税の対象外とされた（同法５条４項）。その根拠は，公益法人は専ら公益を目的として設立

され，営利を目的としないというその公益性と，たとえ収益事業を行ったとしても，それから

生ずる利益は特定の個人に帰属する性格のものではないと考えられたことにある。 

そのため，大正９年の改正（大正９年法律第１１号）や，法人税法の創設（昭和１５年法

律第２５号）によって法人に対する課税制度の大変革が行われた際にも，公益法人等に

対しては課税されないままであったが，昭和２０年１２月に宗教団体法が廃止されて宗教

法人令（昭和２０年勅令第７１９号）が制定されて初めて，収益事業を営む宗教法人につ

いては，その収益事業から生ずる所得について法人税を課税することとされた。 

イ 戦後に来日したシャウプ博士を団長とする使節団は，昭和２４年８月，日本の税制の在り

方に関する報告書を公表したが，その中で，非課税とされている公益法人の多くが，「収

益を目的とする活動に従事し，一般法人並びに個人と直接競争している……このような非

課税法人の上げる利益金は，その活動をさらに拡張するかまたは饗宴のために費消され

ている」こと，「そのいずれもが，免税を正当化するためには極めて薄弱及び全く無価値な
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ものである」ことなどを指摘した上，租税の全部又は一部を免除する場合には，その目的

及び趣旨を法規中に具体的に規定すること，免税を要求しようとする一切の法人に対し，

免税証明書の交付を大蔵省から受け取ることを要求すべきこと，３年ごとに免税の資格を

審査すべきことなどの勧告を行った。 

これを受けて昭和２５年法律第６９号により改正された法人税法においては，個別審査

方式は，その困難性などの理由から採用に至らなかったものの，公益法人等の収益事業

から生じた所得に対しては，法人税を課することとし，収益事業の範囲は政令で定めると

いうように，現行法と基本的に同じ形式が採用された。この改正の基本的な考え方につい

て，当時の大蔵省主税局調査課は，「戦後の急激な物価騰貴のため，多くの公益法人は

従来程度の収入を得ていたのでは本来の公益事業遂行の資金を賄うことが困難となった

ので，従来営利的事業を行わず，もっぱら一般の寄付金等によって事業を行っていた公

益法人も新たに営利的事業を行うこととなり，また従来からの営利的事業も拡張する傾向

が顕著になってきた。元来公益法人が営利的事業を行うのは，その本来の目的たる公益

事業を遂行する上のやむを得ない手段たるべきであって，公益法人の行う営利的事業が

本来の事業遂行を賄ってなお余りあるという段階に至ると，それは公益法人の行う営利的

事業としては行き過ぎであるともいえるし，一般の営利法人の行う事業との間に，一方は

法人税が非課税であり，一方は課税されるという関係から著しい不権衡を生ずるに至った。

そこで公益法人に対する法人税課税問題が台頭するに至ったのであるが，その課税方

法として，個々の公益法人の事業の内容により，その事業が非常に公共性が強いときは

たとえ収益事業を行っても課税せず，また公共性に乏しいときはその事業の全部に対し

課税するという方法も考えられた。しかしすべての公益法人についてその事業を精査し，

公共性の強弱を判定することは事実上不可能に近いので，改正税法においてはすべて

の公益法人を一律に課税法人とし，その収益事業から生ずる所得に対してのみ法人税を

課税することとしたのである。」と説明している。 

(3) 収益事業概念の解釈の在り方  

以上の検討結果によれば，法人税法等が公益法人等に対して種々の優遇措置を講じて

いるのは，必ずしも，それら全部が，本来は国家が行うべきほどに公共性，公益性の高い活

動を担っており，国家としてもかかる団体を積極的に支援，育成すべきと考えられたからで

はなく，少なくとも，人間社会において潤滑油に例えるべき一定の有用性を持った非営利活

動を行うとされていることに着目し，国家としても，その限りにおいて税制上の便宜を提供し

ようとするものと解するのが相当である（このことは，宗教法人においても例外ではない。）。 

したがって，法人税法は，およそ公益法人等であれば，どのような活動によって得た収益

であろうと課税しないとする立場に立脚するものではなく，これらの法人等も納税義務者とし

た上で，本来の非営利活動については課税対象から外すこととするが，一般事業者が利益

の獲得を目的として行っている事業と同じ類型の（収益）事業から生じた収益に対しては，こ

れらに税制上の便宜を提供すべき根拠がなく，また課税の公平性の確保の観点から，低率

ではあるものの，課税対象としていると解される（この意味で，一般事業者との競争条件の平

等化を意味するイコール・フィッティング論が現行課税制度の根拠の一つとなっていることは

否定できない。）。 

そうすると，法２条１３号，施行令５条１項各号の定める収益事業の概念は，憲法３０条の

定める租税法律主義の観点から，他の国法と整合する意味内容が与えられるべきことは当

然であるものの，他方で，当該団体やその活動が高い公益性，公共性を有していることを理

由に，制限的に解釈しなければならないものでないことも明らかである。 

(4) 宗教行為と収益事業性の有無  
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この点について，原告は，仏教においては僧侶の行う法施と在家信者の行う財施は，い

ずれも宗教行為である布施に当たり，対価関係に立たないから，本来の宗教行為である限り，

収益事業には当たらない旨主張する。 

なるほど，施行令５条１項の示す特掲事業は，これを通覧すれば明らかなとおり，一方が

ある給付行為を行うのに対し，その対価として財貨を移転することを約することによって成立

する類型の事業であるから，財貨移転行為が給付行為の対価として行われない場合，すな

わち給付行為の内容とは無関係に任意でなされる場合には，特掲事業の定型的な特徴を

欠き，収益事業に該当しないというべきである。そして，人の葬儀における読経行為など，宗

教行為の典型例とされているものにおいては，通常，かかる意味での任意性が存在すると考

えられていることは公知の事実である（その場合に収受されるお布施には，ある程度の幅を

持った世間相場というものが存在することは否定できないが，同じ内容の読経を行う場合で

も，被葬者の身分，経済力等によってその金額が異なり得ることは当然視されているし，仮

にお布施の金額が上記の世間相場より低額であったとしても，これが債務不履行として責任

が追及されることは考え難いなど，法的な拘束力を有していると認識されていない。）。 

しかしながら，このことは，当事者が当該行為に対して何らかの宗教的意義を感じさえす

れば，直ちに当該行為の収益事業該当性が否定されるということを意味するものではなく，

また，当該行為が宗教的な外形を呈していることや，主宰者が宗教家ないし宗教法人である

ことによっても，上記該当性が否定されるべきではない。ある行為に宗教的意義を感ずるか

否かは，人によって大きく異なり得るし，宗教的な外形を呈しあるいは主宰者が宗教法人で

あるからといって，財貨移転が任意のものであることの保障は何もなく，法人税法上も，この

ような要素を基準として収益事業性の有無を判断する規定を置いていないからである。 

したがって，その該当性の有無は，当該事業の展開の手法，収受される財貨の額が定ま

るに至る経緯，その額と給付行為の内容との対応関係，例外の許容性などの具体的諸事情

を総合的に考慮し，一般事業者が行う類似事業と比較しつつ，社会通念に従って，果たし

てその財貨移転が任意になされる性質のものか，それとも一定の給付行為の内容に応じた

債務の履行としてなされるものかを判断して決せられるべきものである（前者と判断される行

為をもって本来の宗教行為と定義するならば，原告の上記主張は正当というべきであるが，

その趣旨が，当事者が本来の宗教行為と考えるものは前者と判断すべきであるというのであ

れば，採用できない。）。そして，このことは，本件で問題となっているペット葬祭業だけに妥

当するものではなく，針供養や人形供養，おみくじ等の頒布などの宗教的行為にも当てはま

るというべきである。 

２ 本件において，被告は，原告の行うペット葬祭業等は収益事業（請負業，倉庫業，物品販売業，

これらの付随事業）に当たると主張するのに対し，原告は，その属する天台宗の教義やペットに

対する国民の認識に照らすと，ペットの供養は，人の供養と同様の宗教行為であるから，ペット

葬祭業は収益事業に当たらない旨主張するので，以下，その当否について判断する。  

(1) 前記前提事実(1)ないし(3)に証拠（甲８，１６，２０の１ないし６，２１，２２，乙１，４ないし１３，

１６ないし２３，原告代表者）及び弁論の全趣旨を総合すれば，以下の事実が認められる。  

ア 原告は，嘉暦元年（１３２６年）ころ，慈妙上人によって開山され，その後は，同上人によ

って開山された密蔵院住職の隠居寺として利用されてきたと伝えられる古刹であり，最澄

を開祖とし比叡山延暦寺を総本山とする天台宗に属していて，現在は，徳川５代将軍綱

吉の守り仏と伝えられる薬師如来像を本尊としている。原告は，昭和４４年１０月２８日，実

質的に先代住職のＥによって法人化されたが，平成６年１０月３１日，同人の死去に伴い，

Ａが代表者兼住職に就任した。 

ところで，大乗仏教においては，「一切衆生悉有仏性」とか「六道輪廻」といった教義が

示すように，すべての存在に仏性があり，現在は因果によって畜生道にいるとしても，功

徳を積むことによって，天上界，人間界へ転生することができると考えられていることから，
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人間以外の動物に対する供養も否定されないところ，特に綱吉が，１６８７年から２２年間

にわたって，後に「生類憐れみの令」と総称される動物等の殺生や虐待を禁じた種々の

法令を出し続けたことについて，かかる教義の影響が指摘されている。 

イ 原告は，昭和５８年ころ，Ｅが，知人である愛知県動物保護管理センターの所長から，処

分した動物の遺骨等が放置されている状況を聞いたのを契機に，愛知県条例に基づく許

可を受けて，動物の死体処理のための火葬場を設け，ペット葬祭業を始めた。もっとも，

当初は特段の広告活動を行わず，専ら口コミに頼っていた上，それを必要とする国民の

意識も希薄であったことから，依頼件数は１か月に２，３件程度であったが，ペットブームの

隆盛に伴い，平成元年ころになると年間で犬・猫合わせて１３０件に増加し，お布施の合

計額も７４万６０００円位となった（１件当たり平均５７３８円）。 

原告は，元々檀家が少ないために，運営に苦慮することが多く，特に，昭和５２年ころ，

火災によってその本堂や庫裡などが焼失した際には，寺院の再建に大きな困難を伴った

が，ペット葬祭を開始した後は，徐々に運営が安定してきた。そして，現在では，かなり広

範囲な地域から，ペット葬祭の依頼を受けるようになり，その数は，年間約２０００件程度に

達している。 

ウ 原告が営むペット葬祭業の概要は，以下のとおりである。 

(ア) 原告は，約３０００坪の境内に，動物専用の火葬場（個別用及び合同用の２基），墓地

（約３０坪の穴を有する合同墓地と，区画された個別墓地から成り，後者には人間用に

模した墓石を設置することができる。），納骨堂，待合室，駐車場を備え，引取りのため

の自動車を数台保有している。 

(イ) ペットを亡くした飼い主が原告によるペット葬祭を行うことを希望する場合，まず，その

死体を原告に持ち込むか，自動車で原告に引き取ってもらって運搬してもらうかを選択

することになる。後者の場合，依頼者は，原告に対して３０００円を支払うことを求められ

る。 

(ウ) 葬儀は，火葬場に隣接するペット専用の葬式場において人間用祭壇を用いて僧侶が

読経して行う。これが終了した後，死体を火葬に付すが，これには，以下のとおり，合同

葬，一任葬（個別葬）及び立会葬の３種類がある  

ａ 合同葬 依頼者は，葬儀終了後，併設火葬場において死体を原告に預けてお別れ

する。死体は，その日のうちに原告によって合同火葬され，合同墓に納骨される。 

ｂ 一任葬（個別葬） 依頼者は，葬儀終了後，併設火葬場において一時死体を原告

に預ける。死体は，立会葬のない時間に原告によって単独火葬される。依頼者は，

後に遺骨を引き取った上，納骨堂，単独墓（以上は有料），合同墓（無料）への納骨

を選択することができる。 

ｃ 立会葬 死体は，葬儀終了後，直ちに併設火葬場にて単独火葬される。依頼者ら

は，この間，待合室にて待機し，焼却後，自ら拾骨する。納骨方法は，ｂと同様の選

択が可能である。 

なお，原告の発行するパンフレット又は開設しているホームページには，火葬・納骨

方法について３種類の方法があることの説明とともに，別表２記載のとおり，動物の重さ

と火葬方法とを組み合せた金額表（８０００円から５万円まで）が，「料金表」（乙６）ない

し「供養料」（乙８）の表題の下に掲載されているところ，これは，Ａが，愛知県豊田市所

在の有限会社Ｆの料金表を参考にして作成したものである。また，同ホームページに

は，「上記は一式全てを含む費用です（引取・お迎え費用等は別）」との記載がある。 

もっとも，同ホームページは，その後に改定され，本訴提起後である平成１６年８月

当時には，金額表は「お布施について」（乙２３）の表題に代えられるとともに，「以下の

費用には僧侶へのお布施が含まれます」との注記が記載されている。 
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(エ) 原告は，境内にペット専用の合同墓地と個別墓地を設置しており，上記のとおり，依

頼者の希望に従い，個人墓，合同墓に埋蔵する。その際も，僧侶による読経がなされる。

合同墓地の利用は，原告にペット葬祭を依頼した者については無料であるが，個別墓

地については，年間２０００円の「管理費」のほか，３年間の使用期間を３回更新した時

（９年経過時）には，「継続利用料」１万円の支払を求められる。  

また，納骨堂の利用を希望する場合は，「永代使用料」（小さめの納骨箱については

３万５０００円，大きめのそれについては同５万円）のほか，「管理費」として年間２０００

円の支払が必要であり，また，３年間の使用期間を３回更新した時（９年経過時）に「契

約更新料」の支払が求められるのは，個別墓地と同じである。そして，３ヶ月以上管理

費が納入されなかった場合は，中身一切と利用を含む権利を放棄したものとして扱わ

れ，遺骨は合同墓へ埋蔵され，仏具も処分されることになっている。 

なお，前記ホームページには，「合同のお墓は上記費用にて無料でお使いいただ

けます。また，納骨堂・石墓地（個別墓）などのご利用の場合でもお手ごろにご用意で

きます（下記参照）。Ｂ動物霊園では葬式後に護持会費などを請求することはありませ

ん。」などと記載され，さらに，それぞれの写真とともに，合同のお墓，納骨堂，石墓地

の説明と費用（納骨堂は１区画３万５０００円，石墓地は３万円より）が示されている。 

(オ) 原告は，ペット葬祭業に関連して，次のとおり，物品の頒布をしている。 

ａ 塔婆 １本１０００円  

ｂ 位牌 作成費５０００円。なお，これを年間５０００円で預かるが，３ヶ月以上管理費を

納入しなかった場合は位牌・利用利益を放棄したものと扱う。 

ｃ ネームプレート，骨壺，袋，石版及び墓石 

(カ) 原告は，毎月１７日に合同の法要を行っており，これについては，任意の志以外の金

員が収受されることはないが，遺骨を納めた飼い主からの依頼に基づいて，初七日法

要や七七日法要を行う際には，あらかじめ定められた金員を受け取っている。 

(キ) 原告は，「Ｂ 動物霊園」の名称を用いて，ペット葬祭業のあらましを写真入りで説明し

たパンフレット（甲１６，乙６）を発行し，同様の内容のホームページ（乙８，２３）を開設す

るなど，その周知に努めている。また，動物病院や獣医師からペット葬祭の希望者を紹

介してもらった際に謝礼金を渡したり，紹介を依頼するために中元等を贈ることもしてい

る。 

(ク) 原告は，ペット供養による収入金額について記帳した平成８年４月以降の帳簿を保管

しているところ，その概要欄は，ほとんどペットの種類の記載しかなく，収入金額の内訳

の記載もないが，その収入金額がいずれも料金表の金額又はこれに運搬料を加えた

金額に合致していることから，ペット葬祭依頼者のほとんどが，「料金表」ないし「供養

料」として掲示された金員を原告に支払っていると推測される。また，それ以外の管理

費等は，すべて掲示されている金額が入金されている。 

エ 動物，特に家畜を死なせた場合に，それを供養することは，日本においては，古くから

見受けられるが，ペットについての供養や葬祭を行うことは，昭和５０年代くらいから広まり

始めたといわれている。 

その背景としては，少子化傾向が進み，ペット動物を家族と同様の愛情を注ぐ対象と考

え，その死亡の際には空虚感を埋め，精神的ないやしを求める風潮が強まったことが挙

げられる。その結果，ペット専用の葬儀や動物霊園を取り扱う事業者が増加し，平成１１

年には，これらの情報を提供することを目的とする「全国ペット霊園ガイド」が発刊され，平

成１４年には，ペットに関するビジネス全体の概要を内容とする「図解で分かる１兆円市場 

ペットビジネスのすべて」が発刊され，その中で，「ペットの終末ビジネス」の表題の下にペ

ット葬祭業についても解説が施され，平成１６年４月には，寺院運営に関する月刊誌「寺

門興隆」が，「ペット供養寺院」についての特集記事を掲載し，山梨県都留市の曹洞宗Ｇ，
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東京都世田谷区の日蓮宗Ｈ及び原告の３例を紹介する（もっとも，前２者は，宗教法人と

は別個に会社を設立し，同社がペット葬祭業を営む形態を採用しているところ，その概要

は，後記のとおりである。）など，ペット葬祭業への一般的な関心の高まりが見られる。 

現在では，ペット専用の葬儀社は全国で６０００ないし８０００社あるといわれ，その事業

主体は，仏教寺院だけでなく，倉庫業，運送業，不動産会社（出資），石材店，動物病院

などの民間業者にも広く及んでいる。 

オ 原告以外にペット葬祭業を営む者として，以下のような具体例が挙げられる。 

(ア) 埼玉県所沢市所在の「Ｉ」では，動物愛護家から連絡を受けると，霊柩車で引取りに行

き，焼却から葬儀セレモニー，埋蔵までを行うが，火葬して共同埋蔵する場合は，依頼

者は，小型中型犬の場合は１万９０００円，大型犬の場合は２万４０００円，猫やウサギの

場合は１万５０００円，小鳥の場合は５０００円をそれぞれ支払わねばならない。なお，立

会葬では，希望する宗派の読経テープが流れるが，別途に３万８０００円の支払を要す

る。 

(イ) 山梨県都留市所在の有限会社「Ｊ」は，曹洞宗Ｇの住職が設立したもので，移動用火

葬炉やペット用合同慰霊碑，納骨堂を備え，火葬には一任合同葬，一任個別葬及び

立会葬の３種の中から選択でき，これと動物の大きさの組み合わせによって料金が異な

り，中型犬の場合は合同葬で１万９０００円，一任個別葬で２万４０００円，立会葬で３万９

０００円と定められているが，これには，引取費用，棺桶や骨壺等の料金が含まれている。

立会葬では，僧侶が２０分ほど読経する。合同葬の場合，遺骨は合祀スペースに埋蔵

するが，その料金は５０００円であり，個別葬及び立会葬で返骨を希望する場合は，１万

円の追加支払が必要である。納骨堂へ安置する場合は，仕切のない棚は１万円，それ

以外は納骨箱の大きさに応じて３万円，５万円，７万円，１０万円と料金が設定され，納

骨から３年経つと，合同慰霊碑に合葬するか，５０００円の更新料で３年間継続するかを

選択する。 

(ウ) 東京都世田谷区所在の株式会社Ｋは，日蓮宗Ｈが母体となって設立した株式会社で，

以下の３つのコースを用意している。①立会葬は，飼い主が同席し僧侶による読経とも

に行う告別式とお別れの儀の後火葬し，骨揚げ後は骨壺に入れて返骨するコースであ

り，中型犬の場合の料金は６万２５００円である。②個別一任葬は，動物の遺骸を一体

づつ供養・火葬し，同じく返骨するコースであり，中型犬の場合の料金は３万８８００円で

ある。③合同葬は，何体かまとめて供養・火葬し，合同墓所の地下に埋蔵するコースで

あり，中型犬の場合の料金は２万６７００円である。そして，合同葬以外は，別料金で納

骨棚に安置でき，棚の大きさに応じて，２年間で２万５０００円から５万５０００円までの使

用料が設定されている。 

(エ) 岐阜県土岐市所在の有限会社Ｄは，僧侶の立会い・読経による葬儀の後，合同火葬

するか個別火葬するかの選択と動物の重さ（極小，１０キログラムまでの小，１５キログラ

ムまでの中，３０キログラムまでの大，３０キログラムを超え４０キログラムまでの特大）の組

み合わせに応じて，７０００円から５万円までの志納料が設定されている。法要について

は，単独供養か否か及びその回数に応じて，２万円から１０万円まで志納料が異なり，

納骨についても，納骨塔への収納（無料），墓への埋蔵（有料），位牌供養（一部有料）

かを選択することができる。 

(オ) 愛知県豊田市所在の有限会社Ｆは，原告の行う葬儀・火葬と同じ方法を用意し，原告

と同様に，合同供養・合同火葬，個別供養・合同火葬，個別供養・個別火葬の別と動物

の重さの組み合わせに応じた料金表を用いている。そのホームページには，その業務

内容はペット葬祭業であり，契約先は動物菩提寺宗教法人妙楽寺とされ，その住職に

よる読経が個別供養等の際になされることが記載されている。 
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(2) 以上の認定事実を基に，原告のペット葬祭業等が特掲事業に該当するか否かについて

判断する（原告のペット葬祭業が，収益事業性の他の要件，すなわち継続性や事業場の設

置の要件を満たすことは明らかである。）。  

ア 原告の行う合同葬，一任葬及び立会葬の請負業該当性の有無 

(ア) 請負契約とは，当事者の一方がある仕事を完成することを約し，相手方がその仕事の

結果に対して報酬を与えることを約する契約であり（民法６３２条），請負契約の目的た

る「仕事」とは，物の製作のような有形のものでも，運搬のような無形のものでもよいが，

いずれにしても仕事の完成によってもたらされる結果そのものが契約の目的とされる必

要がある。また，施行令５条１項１０号の請負業に含められている事務の委託契約（準委

任契約）とは，当事者の一方が法律行為以外の事務をなすことを相手方に委託し，相

手方がこれを承諾することによってその効力を生ずる契約であり（民法６５６条，６４３条），

受任者にある程度の自由裁量権がある点で雇傭契約と異なり，委託された事務を処理

すること自体を内容とし，仕事の完成を内容としない点で民法上の請負契約と異なって

いる。そして，民法上の準委任契約は無償契約であることを原則とするが，特約によっ

て報酬支払を約することもできるところ，特掲事業は収益事業が列挙されたものである

から，報酬の支払が合意され，受任者はその支払請求権を取得することが要件となると

解される。  

しかるところ，前記認定事実ウによれば，原告が行う合同葬，一任葬及び立会葬は，

いずれも，原告がペットの葬儀を執り行い，ペットの死体を焼却することを約し，他方，

ペット供養希望者が「料金表」ないし「供養料」の表題が付された金額表に記載された

金員を交付することを約しているのであるから，死体の焼却については請負契約，そ

れ以外については準委任契約の成立要件を充足すると解される。 

(イ) この点について，原告は，①大乗仏教においては，その教義上，ペットなどの動物に

対する供養は本来的な宗教行為であること，②僧侶の供養は，布施という宗教行為のう

ち法施であり，僧侶あるいは寺院に対する財物の交付は布施のうち財施であり，いずれ

も宗教行為そのものであって，両者は対価関係に立つものではない旨主張するところ，

請負契約であれ報酬支払の特約付き準委任契約であれ，いずれも有償双務契約たる

性質を有するから，これらの契約が成立するためには，報酬支払債務と仕事を完成さ

せる債務ないし事務を処理する債務とが対価関係にあることを要することは明らかであ

る。そして，証拠（甲１２の１ないし５７，２０，２１）によれば，原告にペット葬祭を依頼する

者の多くが，そこに何らかの意味の宗教的意義を見いだしていると認められ，原告も，

本来の宗教行為である人の葬祭の形式を踏んでペット葬祭を執り行っていることは明ら

かである。  

しかしながら，前記のとおり，法人税法上の特掲事業該当性は，当事者が当該行為

に宗教的意義を見いだし，あるいはその外形を取ることによって直ちに否定されるべき

ものではなく，これを取り巻く具体的諸事情をも総合的に考慮し，一般事業者の類似

事業と比較しつつ，社会通念に従って，財貨移転が任意になされる性質のものか否か

を判断して決せられるべきものである。しかるところ，原告のペット葬祭業は，前記認定

事実ウないしオのとおり，「料金表」ないし「供養料」の表題の下に，３種類の葬儀内容

と動物の重さの組み合わせに応じた確定金額から成る表を定め，ホームページにも同

様の表を明示的に掲載していること，ペット葬祭依頼者のほとんどが，あらかじめホー

ムページなどを通じ，あるいは依頼時に同表を示されるなどして同表の存在を認識し，

実際にも同表に記載された金員を支払っていたこと，ペット葬祭を実施する民間業者

が多数存在しており，その料金システムは原告のものと極めて類似していることなどに

照らせば，原告のペット葬祭業においては，依頼者は，原告がその支払う金員に対応

する葬祭行為をするものと期待し，原告も，その提供する葬祭行為に対応する金員が
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支払われるものと期待しているというべきであるから，依頼者の支払う金員が任意のも

のであるとは到底解されず，両者の間に対価関係を肯認するのが相当である。 

 原告は，さらに，「料金表」を設けたのは，ペット供養が国民の間に一般化されるよう

になってまだそれほど年月が経っていないため，金額が多くないときちんと供養しても

らえないのではないかという国民の不安を取り除くべく，一応の目安として設定したもの

にすぎない旨主張するが，国民が上記のような不安を抱いているということ自体，その

裏返しとして，支払う金額の多寡に応じた葬祭行為（サービス）がなされることを当然視

していると考えられる上，そもそも，前記「料金表」には，３種類の葬儀形式と６段階の

重量等を組み合わせた１８の確定金額が明示されており，また，パンフレットやホーム

ページには，同表の金額が一応の目安にすぎない旨の注記が記載されていないこと

などに照らすと，原告の上記主張は，到底採用できない。 

イ 遺骨処理の倉庫業ないし請負業該当性の有無  

(ア) 倉庫業とは，業として（有償かつ継続して），他人のために物品を倉庫に保管すること

を意味する（商法５９７条）ところ，倉庫とは，その名称のいかんを問わず，物品の滅失

若しくは損傷を防止するための工作物又は工作を施した土地等であって，物の保管の

用に供するものをいう（倉庫業法２条１項）。  

しかるところ，前記認定事実ウによれば，原告は，火葬したペットの遺骨を，利用者

の依頼に応じて，設置している納骨堂内の納骨箱において保管し，その使用許可料

及び管理費の支払を受け，９年の使用期限が到来した際は，更新料の支払がなされ

ればそのまま保管を継続するが，そうでない場合は，合同墓へ改葬するとしているので

あるから，倉庫寄託契約の成立要件を満たすと解される。また，個別墓地についても，

その利用者の依頼に応じて墓地を管理し，利用者から一定額の管理費の支払を受け，

９年の使用期間が経過すれば，納骨堂の使用とほぼ同じ取扱いをするというのである

から，報酬支払特約付きの事務委託契約の成立要件を満たすというべきである。そし

て，上記のとおり，原告の行うものとされている給付行為と金員の支払との間の対価性

も優に認められる。 

(イ) この点について，原告は，①永久保管が前提となっていること，②寄託物の出し入れ

が予定されていないこと，③寄託期間に応じて費用が決定されていないこと，④管理費

は「護持会費」であることなどを理由に，倉庫業等に該当することを否定する。  

しかしながら，典型的な倉庫業においても，保管期限を定めない契約形態は十分に

あり得る上，本件において，仮に納骨堂利用者から遺骨の返還を求められれば，原告

がこれを拒絶する理由は見当たらないばかりか，逆に管理料や更新料の支払がない

場合には，納骨堂の利用を拒絶されて，遺骨は合同墓地に改葬されることになってい

るから，①や②は，倉庫寄託契約の類型に当たることの支障となるものではない。また，

上記のとおり，寄託期間や管理期間に応じて管理費が定められていること，原告のホ

ームページで護持会費を請求しないと明言していること（これに関する原告代表者の

説明は理解し難い。）などからすれば，上記主張はいずれも採用できない。 

(ウ) なお，施行令５条１項５号ニは，「墳墓地の貸付け」が収益事業に該当しない旨定めて

いるが，本件のような個別墓地におけるペットの遺骨の埋蔵がこれに該当しないことは

明らかである。すなわち，税法上，「墳墓地」の意義は明定されていないが，墓地法は，

２条４項で「死体を埋葬し，又は焼骨を埋蔵する施設をいう」と規定しているところ，ここ

にいう死体ないし焼骨が人間のそれを指すことは疑う余地がないから，「墳墓地」も人間

に関するものに限られると解される上，実質的にも，墳墓地が，周辺住民の生活環境と

の関係で配慮が求められる一方，国民生活にとって必要な施設である（墓地法４条１項

により，人の遺骨は墓地に埋蔵することが義務付けられている。）ことから，その永続性

と非営利性を確保する必要性が高いのに対し，ペットの死体の処理については，現行
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法上，特段の規制はなく，法的には「廃棄物」として，市町村が処理すべき性質のもの

であるから，人についての墳墓地と同様の公共性，公益性は見出し難いからである。 

ウ 物品販売業該当性の有無 

(ア) 施行令５条１項１号の「物品販売業」とは，動産である物品を有償かつ継続して販売す

ることを意味すると解されるところ，前記認定事実ウのとおり，原告は，ペット葬祭業に関

連して，塔婆，プレート，骨壺，袋，位牌，石版，墓石を交付し，これに対して，あらかじ

め定められた一定額の金員を受領しているのであるから，これらの行為は，物品を有償

かつ継続して販売しているものに該当する。 

(イ) この点について，原告は，墓石や位牌は，そのままでは加工した石・木などの物質に

すぎないのであり，これが仏壇や墓地に設置され，お精入れという宗教的儀式が加えら

れることによって，はじめて鎮魂とお祭りの対象となる位牌・墓となるのであり，また，塔

婆も塔を擬したものであるなど，極めて宗教性の強いものであるから，一般事業者の販

売と同視することはできない旨主張する。  

しかしながら，前記のとおり，法人税法は，宗教的意義の有無，強弱を特掲事業該

当性の判断基準とする立場を採用していないところ，本件においては，支払うべき金

額は，あらかじめ原告によって定められており，同物品の取得を希望する者としては，

同金額を支払う以外の途を選択することができないことや，このような物品の販売は，

一般事業者においても行われていることなどに照らせば，その支払は任意の性質を有

するものではなく，両者間に対価性が存在すると認めることができるから，原告の上記

主張は採用できない。 

エ 死体引取り及び法要の請負業付随事業該当性の有無 

(ア) 前記認定事実ウのとおり，原告は，ペット葬祭を依頼した者の希望によって，ペットの

死体の引取りを行い，これに対して，あらかじめ定められた３０００円の支払を受けている

ところ，この行為は，ペットの葬儀を執り行うに先立って，その準備行為として行われるこ

とが明らかであるので，その付随的事業活動に該当すると解される。  

原告は，ペットの供養行為と一体として考えるべきであり，受け取る金員も実費にす

ぎないと主張するところ，本件におけるペットの供養自体が請負業に当たると解される

ことは前記のとおりであり，また，あらかじめ３０００円という確定金額が定められている

以上，仮に引取り自体からは収益を上げることが稀であったとしても，両者間における

対価性の存在を否定することはできないというべきである。 

(イ) また，前記認定事実ウによれば，原告は，合同供養については，志以外の金員を受け

取っていないものの，遺骨を納めた飼い主からの依頼に基づいて，初七日法要や七七

日法要を行う際には，あらかじめ定められた金員を受領しているところ，このような行為

は，請負業に該当すると解される。 

オ 人間用墓地管理の請負業該当性の有無 

前記認定事実ウのとおり，原告は，愛知県蒲郡市内に人間についての墓地を設置し，

その利用者から依頼を受けて管理し，その対価としてあらかじめ定められた料金を取得し

ているところ，このような行為は，通常の霊園墓地経営と同様であるから，１０号の請負業

に該当すると解される。 

３ 本件課税処分の適法性  

本件各事業年度における原告のペット葬祭業等による収入金額，事業経費及び法３７条４項

（平成１４年法律第７９号による改正前のもの）所定の寄付金の額とみなされる金額は，それぞ

れ別紙３の当該欄記載のとおりである（原告は，同各金額を明らかに争わない。）ところ，これら

に基づいて所得金額を計算し，さらに関係法条を適用して納付すべき法人税額及び無申告加

算税の額を算出すると，別紙３の当該欄記載のとおりとなる。 
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しかるところ，本件課税処分（ただし，平成１４年１０月１８日付け異議決定及び平成１５年１０

月２８日付け裁決によって一部取り消された後のもの）により原告が納付すべきこととなった法

人税額等は，これと同額か又はこれを下回っているから，同処分は適法というべきである。 

４ 結論  

以上の次第で，原告の本訴各請求はいずれも理由がないから棄却することとし，訴訟費用

の負担につき，行訴法７条，民訴法６１条を適用して，主文のとおり判決する。 

 

名古屋地方裁判所民事第９部 

裁判長裁判官    加  藤  幸  雄 

裁判官    舟  橋  恭  子 

裁判官    尾  河  吉  久 

（別表及び別紙はいずれも省略） 


